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Ⅰ　

は
じ
め
に　

⑴　

大
学
で
刑
法
を
教
え
る
に
あ
た
り
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
刑
事
学
が
﹁
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る）

1
（

﹂
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
久
し
い
。
ま
た
、
刑
事
法
と
社
会
現
象
・
社
会
問
題
と
の
関
連
を
意
識
さ
せ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
連
日
報
道
さ
れ
、
生
き
た
法
律
学

を
教
え
る
に
事
欠
か
な
い
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
以
下
、
Ｄ
Ｖ
と
称
す
る
。）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
刑
法
の
観
点
か
ら
は
、
Ｄ

Ｖ
を
行
っ
て
い
た
者
（
以
下
、Ｄ
Ｖ
加
害
者
と
称
す
る
。）
に
対
し
て
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
自
己
を
守
る
た
め
に
防
衛
行
為
を
行
っ
た
場
合
（
以
下
、

こ
の
よ
う
な
事
案
を
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
と
称
す
る
。）
の
正
当
防
衛
又
は
緊
急
避
難）

2
（

の
成
否
、刑
事
学
の
観
点
か
ら
は
、Ｄ
Ｖ
の
実
態
の
み
な
ら
ず
、

従
来
、
家
庭
内
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
法
的
に
介
入
す
る
こ
と
の
意
義
や
課
題）

3
（

、
刑
事
訴
訟
法
の
観
点
か
ら
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
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者
の
訴
訟
参
加
や
事
実
認
定
の
方
法
等
、
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
刑
事
法
の
各
分
野
か
ら
多
角
的
に
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
が
相
互
に

関
連
し
あ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑵　

先
の
刑
法
の
観
点
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
正
当
防
衛
に
お
け
る
急
迫
性
の
要
件
は
、
侵
害
の
現
在
性
・
切

迫
性
と
一
般
に
定
義
さ
れ
る
が
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
場
合
、﹁
一
見
途
切
れ
途
切
れ
で
一
々
終
了
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
被
害
者
に
と

っ
て
は
一
連
一
体
性
を
も
っ
て）

4
（

﹂
お
り
、﹁
Ｄ
Ｖ
は
他
の
関
係
の
中
で
起
こ
る
暴
力
と
は
異
な
る
の
で
、﹃
急
迫
不
正
﹄
の
解
釈
も
他
の
暴
力

と
異
な
っ
て
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る）

5
（

﹂
と
の
指
摘
で
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
る
の
が
﹁﹃
嫌
な
ら

逃
げ
れ
ば
よ
い
﹄
と
い
う
考
え
は
あ
て
は
ま
ら）

6
（

﹂
ず
、
Ｄ
Ｖ
の
実
態
を
反
映
し
た
正
当
防
衛
の
成
否
の
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の

見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
諸
外
国
に
目
を
向
け
る
と
、
英
米
法
系
で
は
、
正
当
防
衛
の
合
理
性
（reasonableness

）
判
断
に
お
い
て
、
防
衛
行
為
者
が
Ｄ

Ｖ
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
被
虐
待
女
性
症
候
群
（B

attered w
om

an 

syndrom
e

））。

　

は
た
し
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
ど
の
よ
う
に
考

慮
し
て
正
当
防
衛
の
成
否
を
判
断
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

⑶　

そ
こ
で
考
え
る
に
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
事
案
は
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
身
体
を
殴
る
等
の
虐
待
行

為
を
加
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
自
己
の
身
を
守
る
た
め
に
防
衛
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
殴
打
す
る
手
が
一
旦
止
ま
っ
た
も
の
の
、
な
お
も
殴
打
し
よ
う
と
す
る
威
勢
を
示
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
も
、
最
高
裁
平
成

九
年
六
月
十
六
日
判
決）

7
（

に
従
え
ば
、
急
迫
性
の
要
件
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
の
成
否
に
お
い
て
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
実
質
的
意
義
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
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Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
就
寝
し
た
後
や
、
虐
待
後
、
立
ち
去
ろ
う
と
背
中
を
向
け
た
後
、
次
い
つ
襲
わ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
考
え
て
Ｄ
Ｖ
被
害
者

が
防
衛
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
（
以
下
、
非
対
峙
型
と
称
す
る
。）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
相
手
が
就
寝
し
て
い
た
、
背

を
向
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
判
断
基
準
か
ら
は
侵
害
の
切
迫
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
場
合
、（
Ｄ

Ｖ
ケ
ー
ス
で
は
な
い
）
一
般
の
ケ
ー
ス
と
異
な
る
急
迫
性
の
判
断
基
準
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
一
つ
一
つ
を
別
の
攻
撃
と

し
て
分
断
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
場
合
は
侵
害
の
継
続
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
又
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
そ
う
で
な
い
一

般
人
と
異
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
虐
待
か
ら
ま
た
襲
わ
れ
る
こ
と
を
予
期
し
得
、
非
対
峙
型
に
お
い
て
も
切
迫
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
当
防
衛
で
は
先
制
攻
撃
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
手
遅
れ
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
急
迫

性
と
は
、﹁
有
効
な
防
衛
が
可
能
な
最
後
の
機
会）

8
（

﹂
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
就

寝
中
が
﹁
有
効
な
防
衛
が
可
能
な
最
後
の
機
会
﹂
に
あ
た
る
と
す
る
考
え
も
一
理
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
守
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
正
当
防
衛
は
、
あ
く
ま
で
緊
急
行
為
と
し

て
、
例
外
的
に
私
人
に
よ
る
実
力
行
使
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
に
鑑
み
る
と
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
だ
か
ら

と
い
っ
て
安
易
に
正
当
防
衛
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
成
否
と
い
う
問
題
を
、
刑
法
単
体

で
は
な
く
、
刑
事
法
と
い
う
視
点
か
ら
俯
瞰
し
て
シ
ン
プ
ル
に
考
え
る
と
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
・
対
応
が
充
実
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、

﹁
有
効
な
防
衛
が
可
能
な
最
後
の
機
会
﹂
を
一
般
の
ケ
ー
ス
に
比
べ
て
前
倒
し
し
て
一
般
の
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
先
制
攻
撃
と
さ
れ
る
よ
う
な

非
対
峙
型
に
お
い
て
急
迫
性
を
認
め
る
必
要
性
は
乏
し
く
な
り
、
急
迫
性
の
要
件
の
判
断
に
お
い
て
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
殊
更
考

慮
す
べ
き
理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
反
対
に
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
・
対
応
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
は
不

確
か
な
も
の
と
な
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
自
己
を
守
る
た
め
に
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
就
寝
し
て
い
る
間
に
防
衛
行
為
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
し
か
し
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
従
来
の
判
例
の
判
断
基
準
か
ら
非
対
峙
型
に
つ
い
て
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
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能
性
は
低
く）

9
（

、
そ
う
す
る
と
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
、
犯
罪
を
行
う
、
又
は
、
次
の
虐
待
を
恐
れ
な
が
ら
過
ご
す
と
い
う
究
極
の
選
択
を
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
特
徴
は
、
急
迫
性
の
要
件
に
だ
け
関
連
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
相
当
性
判
断
で
は
様
々
な

事
情
を
総
合
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
、
相
当
性
判
断
に
お
け
る
﹁
手
段
選
択
の
困
難
性
・
容
易
性）
₁₀
（

﹂
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
保
護
へ
の
ア
ク
セ
ス
の

し
や
す
さ
等
も
判
断
要
素
に
入
れ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
い
う
と
、
裁
判
員
が
、
当
該
行
為
が
﹁
通
常
人
の
合
理
的
な

判
断
に
よ
り
適
正
か
つ
妥
当
な
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
る
か
ど
う
か）
₁₁
（

﹂
を
判
断
す
る
際
、
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
（
Ｄ
Ｖ

被
害
者
の
保
護
）
が
な
さ
れ
、
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
影

響
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
成
否
を
如
何
に
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
の
実
態
だ
け
で
な

く
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
、
つ
ま
り
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
が
ど
の
程
度
整
備
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

⑷　

こ
の
、﹁
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
己
防
衛
の
必
要
性
﹂、﹁
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
己
防
衛
行
為
に
対
す
る
刑
法
的
評
価
﹂、﹁
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
﹂

の
相
関
関
係
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
冒
頭
の
刑
事
法
の
各
分
野
の
密
接
関
連
性
を
強
く
意
識
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
、
カ
ナ
ダ
の
ノ

バ
・
ス
コ
シ
ア
（N
ova Scotia

）
州
で
起
こ
っ
た
。
本
ケ
ー
ス
は
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
あ
っ
た
ラ
イ
ア
ン
（R

yan

）
が
ヒ
ッ
ト
マ
ン
を
雇

っ
て
夫
を
殺
害
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
内
容
か
ら
カ
ナ
ダ
全
土
で
注
目
を
集
め
、
連
邦
最
高
裁
判

所
へ
の
上
訴
率
が
低
い
と
さ
れ
る
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
本
件
は
最
高
裁
ま
で
行
っ
た）
₁₂
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
成
否
の
問
題
を
検
討
す
る
に
お
い
て
刑
事
法
の
観
点
か
ら
多
角
的
に
考
察
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
先
述
の
問
題
意
識
か
ら
、
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
連
邦
及
び
各
州
レ
ベ
ル
で
様
々
な
Ｄ
Ｖ
施
策
が
な
さ
れ
て
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お
り
、
そ
の
考
察
は
我
が
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
施
策
の
検
討
に
資
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
を
素
材
に
Ｄ

Ｖ
に
つ
い
て
刑
事
法
と
い
う
視
点
か
ら
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　

刑
事
法
の
視
点
か
ら
み
た
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス

１　

ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
の
訴
訟
経
緯

⑴　

本
件
は
、
お
と
り
捜
査
官
扮
す
る
ヒ
ッ
ト
マ
ン
に
夫
殺
害
を
依
頼
し
た
行
為
に
つ
き
、
教
唆
の
未
遂
の
罪
（
刑
法
四
六
四
条
⒜
）
で
起

訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
同
条
の
構
成
要
件
該
当
性
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ
た
が
、
本
件
行
為
を
行
っ
た
動
機
に
つ
い
て
、

被
告
人
と
子
供
が
数
年
間
に
わ
た
っ
て
夫
（
以
下
、
Ａ
と
称
す
る
。）
か
ら
虐
待
、
殺
す
と
い
う
脅
し
を
受
け
続
け
、
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
っ

て
来
た
警
察
が
Ａ
か
ら
の
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
確
信
し
、
他
に
本
質
的
に
合
理
的
な
選
択
肢
は
自
分
に
も
は
や
残
さ
れ
て

い
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
、
本
件
行
為
は
Ａ
か
ら
Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
よ
り
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
強
制

（duress

）
の
抗
弁
に
よ
る
無
罪
を
主
張
し
た
。
第
一
審）
₁₃
（

は
、
被
告
人
の
主
張
を
認
め
て
無
罪
を
言
渡
し
、
第
二
審）
₁₄
（

も
、
原
審
の
判
断
を
支

持
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
強
制
の
抗
弁
は
第
三
者
に
対
す
る
犯
罪
を
行
う
よ
う
強
制
さ
れ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
件
に
は
適
用
さ
れ
得
な
い
と
し
て
、
検
察
の
上
訴
を
認
め）
₁₅
（

、
無
罪
を
覆
し
た
。
し
か
し
、﹁
彼
女
が
苦
し
ん
だ
虐
待
と
長

期
の
訴
訟
は
彼
女
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た）
₁₆
（

﹂
と
し
て
、
手
続
の
停
止
を
命
じ
た）
₁₇
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
結
論
と
し
て
、
強
制
の
抗
弁
の
適
否
に
つ
い
て
、
下
級
審
と
最
高
裁
で
判
断
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
文
字
数
の
関

係
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
強
制
の
抗
弁
の
適
否
の
判
断
に
お
い
て
、﹁
第
三
者
に
対
し
て
﹂
犯
罪
を
行
う
よ
う
被
告
人
が
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強
制
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
被
告
人
の
行
為
が
﹁
非
任
意
で
あ
っ
た
か
（
モ
ラ
ル
的
に
強
制
さ
れ
て
い
た
か
）﹂
と
い
う
点
の

い
ず
れ
に
重
き
を
置
く
か
と
い
う
点
で
下
級
審
と
最
高
裁
の
間
に
相
違
が
あ
っ
た
。
下
級
審
（
特
に
第
二
審
）
が
後
者
に
重
き
を
置
く
と
い

う
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
背
景
に
は
、
Ｄ
Ｖ
の
現
実
を
考
慮
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
慮
が
存
在
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
被
告
人
自
身
が
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
対
し
て
防
衛
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
、
す
な
わ

ち
無
罪
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
を
用
い
て
自
己
を
守
ろ
う
と
し
た
場
合
に
何
ら
抗
弁
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
妥

当
で
な
い
と
考
え
、
そ
の
隙
間
を
埋
め
る
た
め
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
強
制
の
抗
弁
を
適
用
し
う
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最

高
裁
は
、
正
当
防
衛
は
正
当
化
事
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
強
制
は
免
責
事
由
で
あ
る
と
述
べ
て
両
者
を
厳
格
に
区
別
し）
₁₈
（

、
正
当
防
衛
が
適

用
で
き
な
い
場
合
に
そ
の
隙
間
を
埋
め
る
た
め
に
強
制
の
抗
弁
を
拡
張
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
強
制
の
適
否

に
お
け
る
核
を
何
と
解
す
る
か
、
正
当
化
事
由
と
免
責
事
由
の
区
別
を
厳
格
に
解
す
る
か
否
か
と
い
う
点
の
違
い
が
下
級
審
と
最
高
裁
の
判

断
を
異
に
し
た
と
い
え
る
。

⑵　

従
来
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
で
争
わ
れ
て
き
た
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
寝
て
い
た
時
や
虐
待
や
脅
迫
を
終
え
て
背
を
向
け
た
後

に
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
自
ら
殺
害
等
の
実
行
行
為
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
件
被
告
人
は
Ａ
と
本
件
犯
行
前
に
別
居
し
て
お
り
、

そ
し
て
、
ヒ
ッ
ト
マ
ン
と
い
う
第
三
者
を
雇
っ
て
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
従
前
の
ケ
ー
ス
と
異
な
る
。

　

そ
し
て
、
本
判
決
以
前
に
最
高
裁
で
争
わ
れ
た
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
（
被
虐
待
女
性
症
候
群
事
案
）
で
は
、
件
数
自
体
は
少
な
い
も
の
の
、
い
ず

れ
も
正
当
防
衛
の
成
否
を
争
っ
て
い
た
の
に
対
し
て）
₁₉
（

、
本
ケ
ー
ス
は
、
正
当
防
衛
で
は
な
く
、
強
制
の
抗
弁
を
主
張
し
た
と
い
う
点
に
も
特

徴
が
あ
る
。
裁
判
所
が
本
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
正
当
防
衛
の
余
地
に
関
し
て
何
ら
言
及
し
な
か
っ
た
点
に
対
し
て
は
、
ラ
バ
リ
ー
（L

avallee

）

ケ
ー
ス
以
降
認
め
ら
れ
て
き
た
被
虐
待
女
性
症
候
群
の
理
論
を
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
散
見
さ
れ
る）
₂₀
（

。

　

被
告
人
側
が
正
当
防
衛
を
主
張
し
な
か
っ
た
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
件
評
釈
は
、
弁
護
側
が
本
件
で
正
当
防
衛
を
認
め
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さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
被
告
人
が
合

理
的
な
根
拠
に
基
づ
き
、
ヒ
ッ
ト
マ
ン
を
雇
う
こ
と
が
死
又
は
重
大
な
身
体
的
危
害
か
ら
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る

と
確
信
し
て
い
た
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）
₂₁
（

。

２　

Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
認
定
と
被
虐
待
女
性
症
候
群　

⑴　

本
ケ
ー
ス
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ト
マ
ン
を
雇
い
（
実
際
は
、
本
件
以
前
に
三
人
を
ヒ
ッ
ト
マ
ン
と
し
て
雇
お
う
と
し
て
い

た
。）、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
で
あ
っ
た
Ａ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
さ
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
、
お
と
り
捜

査
官
が
録
音
し
て
い
た
テ
ー
プ
に
虐
待
は
な
か
っ
た
と
い
う
被
告
人
の
音
声
が
録
音
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
被
告
人
は
こ
れ
ま
で
警

察
や
離
婚
調
停
中
の
家
庭
裁
判
所
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
に
対
し
て
虐
待
に
つ
い
て
話
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
本
件
犯
行
前
に
被
告
人
は
Ａ
と

離
れ
て
暮
ら
し
て
お
り
、
Ａ
は
別
の
場
所
で
新
た
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
被
告
人
は
Ａ
が
死
亡
す
れ
ば
多
額
の
財
産
を
相

続
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
Ａ
と
の
間
の
子
供
に
つ
い
て
監
護
権
を
争
っ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
被
告
人
が
Ａ
か
ら
の
虐
待
か
ら
逃
れ

る
た
め
に
本
件
犯
行
を
行
っ
た
と
い
う
証
言
を
疑
問
視
す
る
報
道
が
な
さ
れ
、
注
目
を
集
め
た）
₂₂
（

。

⑵　

本
件
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
、
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
王
立
カ
ナ
ダ
騎
馬
警
察

（R
oyal C

anadian M
ounted P

olice

（
カ
ナ
ダ
の
連
邦
警
察
。
以
下
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
と
称
す
る
。））
が
Ｄ
Ｖ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
担
当
し
た
警
察
官
や
Ａ
が
一
度
も
法
廷
で
証
言
す
る
こ
と
な
く
、
法
廷
で
な
さ
れ
た
被
告
人
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
証
言
が
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
Ａ
に
対
す
る
尋
問
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く）
₂₃
（

、
こ
の
第
一
審
の
認
定
が
最
高
裁
ま
で
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て

い
る
。

　

Ｄ
Ｖ
の
認
定
に
つ
い
て
、
検
察
側
は
、
第
一
審
で
、
①
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
お
と
り
捜
査
官
に
対
す
る
言
動
、
②
本
件
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発
生
の
翌
週
、
家
裁
で
監
護
権
審
問
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
被
告
人
は
そ
の
前
に
Ａ
の
殺
害
を
希
望
し
て
い
た
と
い
う
本
件
の

タ
イ
ミ
ン
グ
を
根
拠
と
し
て
、
Ｄ
Ｖ
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
、
①
ビ
デ
オ
に
映
っ
て
い
る
様
子
は
、
裁

判
所
が
採
用
し
た
鑑
定
に
お
け
る
被
虐
待
女
性
症
候
群
の
人
物
像
（
無
力
で
他
人
の
ア
シ
ス
ト
を
依
存
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
人
物
像
）
と

合
致
し
て
い
る
、
②
被
告
人
と
の
接
触
に
着
手
し
た
の
は
警
察
側
で
あ
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
の
は
被
告
人
で
は
な

く
、
本
件
と
家
裁
の
件
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
先
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。

　

判
決
文
に
よ
る
と
、
公
判
に
お
い
て
、
被
告
人
が
専
門
家
等
に
虐
待
の
事
実
を
話
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
慎
重
に
交
互
尋
問
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
経
て
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
は
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
話
す
の
が
恥
に
感
じ
ら
れ
た
と
証
言
し
て
お
り
、
そ
し

て
、
証
拠
か
ら
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
自
分
は
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
、
つ
ま
り
、
自
分
に
非
が
あ
る

と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
そ
の
事
実
を
伏
せ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
を
話
さ
な

か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
と
し
、
検
察
官
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。

⑶　

家
庭
内
の
出
来
事
で
あ
る
Ｄ
Ｖ
の
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
虐
待
の
場
面
の
客
観
的
な
記
録
が
な
い
場
合
、
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
Ｄ

Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
い
て
Ｄ
Ｖ
の
事
情
を
考
慮
し
て
正
当
防
衛
の
成
否
を
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
否
や
程
度
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
。
本
件
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
様
々
な
点
か
ら
被
告
人
の
証
言
の
信
ぴ
ょ
う
性
に
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
た
が
、
本
判
決
の
ロ
ー
レ
ビ
ュ

ー
は
、
①
被
告
人
が
身
体
的
・
性
的
暴
力
に
つ
い
て
本
件
以
前
に
口
外
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
他
人
に
虐
待
の
事
実
を

開
示
し
た
が
ら
な
い
と
い
う
、
ラ
バ
リ
ー
・
ケ
ー
ス
で
述
べ
ら
れ
た
被
虐
待
女
性
症
候
群
の
特
徴
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
②
Ａ
が
発
し

た
最
後
の
脅
し
が
数
週
間
前
だ
っ
た
こ
と
か
ら
ヒ
ッ
ト
マ
ン
を
雇
う
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
、
同
指
摘
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
加
え
て
き
た
暴
力
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
分
離
さ
れ
た
別
々
の
行
為
で
は
な
い
と
い
う
、
Ｄ
Ｖ
の
実

態
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
裁
判
所
が
一
五
年
間
に
及
ぶ
虐
待
の
歴
史
を
適
切
に
検
討
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
、
③
シ
ェ
ル
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タ
ー
に
行
く
べ
き
だ
っ
た
と
の
指
摘
が
多
い
点
に
つ
い
て
は
、
虐
待
さ
れ
て
い
た
女
性
が
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
可
能
な
選
択
肢
を

ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
と
い
う
こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
単
な
る
暴
力
の
程
度
で
は
な
く
、
彼
女
が
支
配
さ
れ
て
い
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と

強
制
の
程
度
と
範
囲
で
あ
る
と
い
う
Ｄ
Ｖ
の
現
実
を
反
映
し
て
彼
女
の
行
為
の
任
意
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）
₂₄
（

。
も
っ
と

も
、
こ
れ
ら
は
被
告
人
が
被
虐
待
女
性
症
候
群
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
場
合
、

裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
鑑
定
を
採
用
す
る
か
と
い
う
点
も
鍵
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

３　

警
察
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
の
認
定
と
Ｄ
Ｖ
被
害
者
保
護　

⑴　

本
被
告
人
は
、
下
級
審
に
お
い
て
、
本
件
犯
行
に
至
る
前
に
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
や
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
助
け
を
求
め
た
と
証
言
し
て
い
る
。

彼
女
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
少
な
く
と
も
九
回
通
報
し
た
が
、
常
に
警
察
は
、﹁
民
事
で
あ
り
、
警
察
は
関
与
し
な
い
。
家
族
の
問
題
で
あ
る
。﹂

と
繰
り
返
し
、
あ
る
警
察
官
は
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
玄
関
口
で
﹁
裁
判
官
に
電
話
を
し
な
さ
い
。﹂
と
言
っ
て
追
い
返
し
た
の
で
、﹁
裁
判
官
に
電
話

さ
え
し
て
く
れ
な
い
の
だ
と
感
じ
た
。﹂
と
証
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
も
一
一
回
電
話
を
し
た
が
、
こ
こ
で
も
相
手

は
﹁
私
に
何
を
し
て
ほ
し
い
の
だ
。﹂、﹁
何
か
起
こ
る
ま
で
、
私
達
に
で
き
る
こ
と
は
何
も
な
い
。﹂
と
い
う
返
事
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
と
証

言
し
て
い
る）
₂₅
（

。

　

さ
ら
に
、
最
高
裁
が
、
判
決
文
中
で
、﹁
警
察
当
局
は
、
恐
怖
の
支
配
に
対
す
る
彼
女
の
助
け
の
求
め
に
応
じ
る
よ
り
も
ラ
イ
ア
ン
氏
（
Ａ

（
筆
者
註
））
を
守
る
こ
と
の
方
に
よ
り
早
く
介
入
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
不
穏
な
（disquieting

）
な
事
実
も
存
在
す
る）
₂₆
（

﹂
と
述
べ

た
こ
と
か
ら
、
警
察
が
本
件
発
生
前
に
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
適
切
に
対
応
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
も
市
民
の
関
心
が
集
ま
っ
た
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
司
法
大
臣
（Justice M

inister
）
は
、
本
件
に
ま
つ
わ
る
状
況
を
調
査
す
る
合
理
的
根
拠

が
あ
る
と
し
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
対
す
る
苦
情
対
応
委
員
会
（C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints against R

C
M

P

）
に
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
対
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す
る
調
査
を
命
じ
た
。

　

同
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
①
被
告
人
（
そ
し
て
Ａ
）
に
関
与
し
て
き
た
警
察
官
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
②
被
告
人
は
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
何
度
も
通

報
し
た
と
証
言
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
証
言
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
と
Ａ
に
関
連
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
レ
ビ
ュ
ー
、
分
析
か
ら
、

（
虐
待
の
有
無
の
事
実
認
定
で
は
な
く
、）
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
が
被
告
人
か
ら
の
助
け
の
求
め
に
合
理
的
に
対
応
し
て
い
た
か
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
が
彼
女
を

Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
だ
と
疑
う
だ
け
の
情
報
を
有
し
て
お
り
（
ま
た
は
有
す
べ
き
で
あ
り
）、
彼
女
を
保
護
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
確
認
し
、
報
告
書）
₂₇
（

を
ま
と
め
て
い
る
。

⑵　

本
報
告
書
か
ら
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
応
が
、
ど
の
よ
う
な
理
念
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
（
警
察
当
局
の

Ｄ
Ｖ
保
護
の
方
針
（
ポ
リ
シ
ー
）
や
判
断
基
準
・
要
素
、
具
体
的
な
対
処
）
が
見
え
て
く
る
。
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
全
国
共
通
の
ポ

リ
シ
ー
は
、
人
間
関
係
間
の
暴
力
の
全
て
の
申
立
て
を
捜
査
し
、
書
類
を
作
成
す
る
よ
う
指
導
し
て
お
り
、
警
察
官
の
自
由
裁
量
が
依
然
と

し
て
適
用
さ
れ
る
と
は
い
え
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
そ
の
範
囲
が
大
変
狭
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
は
優
先
事
項
と
さ

れ
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
が
な
さ
れ
た
場
合
は
告
発
す
る
、
ま
た
は
起
訴
す
る
よ
う
促
す
義
務
が
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
警
察
官
に
は
あ
る
と
さ
れ
て
い

る）
₂₈
（

。

　

そ
し
て
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、﹁
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
メ
ン
バ
ー
は
、
家
庭
内
で
の
暴
力
に
取
り
組
む
た
め
に
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
実
践
に
お
い
て

以
下
の
原
理
に
絶
え
ず
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
誰
も
が
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
ず
に
生
活
す
る
権
利
を
有
す
る
。
②
家
庭
内
暴
力
に
対

応
す
る
こ
と
は
、
司
法
制
度
に
お
い
て
高
い
優
先
事
項
で
あ
る
。
③
被
害
者
の
安
全
は
、
家
庭
内
暴
力
へ
の
対
応
に
お
け
る
最
優
先
事
項
で

あ
る
。
④
暴
力
の
サ
イ
ク
ル
を
壊
す
に
は
、
可
能
な
機
関
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
専
門
分
野
が

結
集
し
、
総
合
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る）
₂₉
（

﹂
と
の
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
命
令
は
、
司
法
制
度
に
関
わ
る

全
機
関
は
家
庭
内
で
の
暴
力
ケ
ー
ス
を
適
切
に
理
解
し
処
理
す
る
こ
と
が
そ
の
責
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
は
、
司
法
省
と
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検
察
庁
の
プ
ロ
・
ア
レ
ス
ト
（pro-arrest

）
と
プ
ロ
・
プ
ロ
セ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（pro-prosecution

）
の
ポ
リ
シ
ー
の
方
針
を
採
用
し
、

平
穏
保
障
証
書
と
禁
止
命
令
に
つ
い
て
迅
速
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る）
₃₀
（

。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
は
、
家
庭
内
暴
力
事
案
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
、
①
通
報

さ
れ
た
全
て
の
家
庭
内
暴
力
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
警
察
官
を
す
ぐ
に
派
遣
し
、
専
門
家
へ
照
会
す
る
、
②
警
察
は
、
通
報
さ
れ
た
全
て
の
家

庭
内
暴
力
ケ
ー
ス
に
対
応
し
て
完
璧
な
捜
査
を
行
う
、
③
分
署
レ
ベ
ル
で
は
、
全
警
察
官
が
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
、
警
察

の
リ
ソ
ー
ス
を
活
用
し
て
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
、
④
被
害
者
の
証
言
に
依
存
す
る
こ
と
を
減
ら
す
た
め
に
、
現

場
で
は
、
証
拠
収
集
を
含
め
、
包
括
的
な
事
案
処
理
を
行
う
、
⑤
被
害
者
と
子
供
の
安
全
に
最
も
配
慮
す
る
（
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
所
在
等
に
関

し
て
被
害
者
と
継
続
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
を
含
む
。）、
⑥
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
へ
被
害
者
を
照
会
す
る
、
⑦
証
拠
が
当
該
行

為
を
裏
付
け
る
場
合
、
被
害
者
の
希
望
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
告
発
す
る
。
そ
う
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を

報
告
書
に
ま
と
め
る
、
⑧
犯
罪
が
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
す
る
根
拠
が
存
在
す
る
な
ら
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
を
逮
捕
し
、
住
居
か
ら
退

去
さ
せ
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る）
₃₁
（

。

⑶　

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
が
被
告
人
か
ら
の
各
通
報
に
対
し
て
以
上
の
ポ
リ
シ
ー
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
適
切
に
対
処
し
た

か
を
分
析
し
、
結
論
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
彼
女
が
虐
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
記
録
は
何
一
つ

な
く
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
、
彼
女
の
恐
怖
の
根
拠
を
確
か
め
よ
う
と
努
め
た
と
い
う
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
メ
ン
バ
ー
の
強
い
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
り
、﹁
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
は
、
彼
ら
の
関
係
に
暴
力
が
存
在
し
て
い
る
、
ま
た
は
彼
女
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
確
信
で
き
る

情
報
を
何
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）
₃₂
（

﹂
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　

同
報
告
書
に
よ
る
と
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
自
身
も
、
本
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
調
査
に
先
立
ち
、
二
〇
一
一
年
四
月
と
判
決
後
の
二
度
に
わ
た
っ

て
内
部
調
査
を
指
揮
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
内
部
調
査
で
も
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
は
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
何
ら
得
て
い
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な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る）
₃₃
（

。

　

こ
れ
ら
の
調
査
結
果）
₃₄
（

と
本
判
決
と
の
乖
離
は
、
Ｄ
Ｖ
に
特
化
し
た
ポ
リ
シ
ー
や
捜
査
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
Ｄ

Ｖ
の
認
定
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
裁
判
所
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
被
虐
待
女
性
症
候
群
と
い
う
特
徴

か
ら
Ｄ
Ｖ
の
事
実
は
表
に
出
に
く
く
、
虐
待
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
よ
う
が）
₃₅
（

、
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
は
、
こ
の
難
し
さ

が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
充
分
な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
と
感
じ
さ
せ
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
を
発
生
さ
せ
る
契
機
と
な
り
得
る
こ
と
、
警
察
が
Ｄ
Ｖ
ケ

ー
ス
に
先
立
ち
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ⅲ　

日
本
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
状
況　

１　

日
本
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
状
況
の
比
較
と
特
徴

⑴　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
施
策
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
我
が
国
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
現
状
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
カ

ナ
ダ
の
総
人
口
は
日
本
の
約
四
分
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ）
₃₆
（

、
刑
法
犯
の
認
知
件
数
の
最
新
統
計
値
（
二
〇
一
五
年
）
は
、
日
本
が
約
一
一
〇
万

件
）
₃₇
（

、
カ
ナ
ダ
は
約
一
九
〇
万
件）
₃₈
（

で
あ
る
。
我
が
国
の
警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一
六
年
の
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
事
案
に
つ
い
て
刑

法
・
特
別
法
の
適
用
に
よ
る
検
挙
は
八
二
九
一
件
で
、
統
計
を
開
始
し
た
二
〇
〇
三
年
以
降
、
最
多
を
記
録
し
、
こ
の
五
年
間
で
二
倍
以
上

に
な
っ
て
い
る）
₃₉
（

。
両
国
の
デ
ー
タ
の
項
目
に
相
違
が
あ
る
た
め
、
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
カ
ナ
ダ
の
最
新
情
報
に
よ
る
と
、
二
〇
一

五
年
の
警
察
に
認
知
さ
れ
て
い
る
暴
力
事
犯
の
二
六
％
（
八
万
六
〇
〇
〇
人
）
が
家
庭
内
暴
力
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
七
％
が
現
・
元
配

偶
者
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る）
₄₀
（

。

⑵　

Ｄ
Ｖ
に
関
し
て
、
両
国
に
以
下
の
よ
う
な
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
は
女
性
の
方
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
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先
の
警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
相
談
等
の
件
数
の
八
五
％
を
女
性
が
占
め
て
い
る）
₄₁
（

。
ま
た
、
我
が
国
で
は
﹁
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
﹂
の
施
行
後
、
実
態
把
握
調
査
が
三
年
毎
に
行
わ
れ
て
お
り
、
最
新
の
調
査
（
平
成
二
六
年
一
二
月

に
事
実
婚
、
別
居
中
の
夫
婦
、
元
配
偶
者
も
含
め
た
無
作
為
抽
出
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
）
に
よ
る
と
、
女
性
の
二
三
・
七
％
、
男
性

の
一
六
・
六
％
が
被
害
（
身
体
的
暴
力
、
心
理
的
攻
撃
、
経
済
的
圧
迫
、
性
的
強
要
の
い
ず
れ
か
。）
に
あ
っ
た
と
回
答
し
、
い
ず
れ
の
被

害
も
女
性
の
方
が
被
害
経
験
者
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る）
₄₂
（

。
カ
ナ
ダ
で
も
、
警
察
に
通
報
さ
れ
た
事
案
の
約
五
分
の
四
が
女
性
の
被
害
者

で
あ
る）
₄₃
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
内
容
に
お
い
て
最
も
多
い
の
は
暴
行
や
傷
害
で
あ
り
、
致
死
的
な
被
害
ま
た
は
致
死
的
な
危
険
を
感
じ
た
被

害
者
の
割
合
は
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
刑
法
・
特
別
刑
法
の
適
用
に
よ
る
検
挙
の
罪
名
内
訳
を
み
る
と
、
計
八
二
九

一
件
中
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
の
が
暴
行
（
四
四
〇
九
件
）
と
傷
害
（
二
九
九
一
件
）
で
あ
り）
₄₄
（

、
被
害
を
受
け
た
女
性
の
う
ち
、
命
の

危
険
を
感
じ
た
経
験
が
あ
る
と
答
え
た
割
合
は
一
一
・
四
％
で
あ
る）
₄₅
（

。
カ
ナ
ダ
で
も
、
一
番
多
い
の
は
身
体
的
暴
力
（
七
七
％
）
で
あ
る）
₄₆
（

。

そ
し
て
、
殺
人
の
発
生
率
は
、
二
〇
一
五
年
の
統
計
で
は
一
〇
〇
万
人
あ
た
り
二
・
七
人
で
、
二
〇
年
前
に
比
べ
て
四
六
％
減
少
、
一
〇
年

前
に
比
べ
て
二
三
％
減
少
、
前
年
比
六
％
減
と
、
減
少
傾
向
を
続
け
て
い
る）
₄₇
（

。

⑶　

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
と
警
察
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
我
が
国
の
女
性
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
う
ち
、
相
談
し
た
と
回
答
し
た

の
は
五
〇
・
三
％
で）
₄₈
（

、
そ
の
相
談
先
と
し
て
は
、
家
族
や
親
せ
き
、
友
人
・
知
人
が
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
％
前
後
と
最
も
多
く
、
そ
の
次
が
警
察

で
あ
る
も
の
の
、
対
警
察
は
一
・
八
％
で
あ
り
、
差
が
大
き
い）
₄₉
（

。
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
相
談
し
な
か
っ
た
人
の
理
由
を
み
て
み
る
と
、
日
本
で
は
、

﹁
相
談
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
た
﹂
と
い
う
理
由
が
最
も
多
く
、
そ
の
次
に
﹁
自
分
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
た
﹂﹁
相

談
し
て
も
む
だ
だ
と
思
っ
た
﹂
が
続
き）
₅₀
（

、
い
わ
ゆ
る
被
虐
待
女
性
症
候
群
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

カ
ナ
ダ
で
も
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
約
七
〇
％
が
、
警
察
に
通
報
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
警
察
は
Ｄ
Ｖ
を
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
回
答
し
て
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お
り）
₅₁
（

、
こ
こ
で
も
Ｄ
Ｖ
が
警
察
な
ど
表
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
警
察
に

コ
ン
タ
ク
ト
を
取
ら
な
か
っ
た
理
由
を
み
て
み
る
と
、
カ
ナ
ダ
で
一
番
多
い
の
は
﹁
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
﹂
で
あ

り）
₅₂
（

、
両
国
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
勿
論
、
暴
力
を
止
め
て
も
ら
い
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
警
察
に
通
報
し
て
お
り
、
配

偶
者
に
よ
る
暴
力
の
方
が
そ
の
他
の
者
に
よ
る
暴
力
よ
り
も
刑
事
訴
追
に
至
る
傾
向
に
あ
る
と
の
統
計
結
果
が
あ
る
（
八
四
％
対
七
三

％
））
₅₃
（

。
こ
れ
は
、
Ⅳ
で
述
べ
る
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
ポ
リ
シ
ー
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

２　

ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｄ
Ｖ
の
状
況
と
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
意
識

⑴　

ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
当
時
（
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇
年
）
の
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｄ
Ｖ
の
状
況
を
み
て
み
る
と
、
過
去
五
年
間
に
配

偶
者
に
よ
る
暴
力
を
受
け
た
人
の
割
合
は
五
・
五
％
で
あ
る
（
全
国
平
均
六
・
二
％
））
₅₄
（

。
同
州
も
、
先
述
の
全
国
の
特
徴
と
同
じ
く
、
Ｄ
Ｖ

被
害
者
の
大
多
数
は
女
性
で
あ
り
、
最
も
多
い
犯
罪
の
タ
イ
プ
は
暴
行
で
あ
る
（
五
五
％
））
₅₅
（

。
警
察
が
告
発
す
る
割
合
も
七
二
％
と
全
国
平

均
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
有
罪
率
は
五
四
％
で
、
そ
の
う
ち
六
二
％
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
％
が
拘
禁
刑
を
受
け
て
い
る
。
プ
ロ
ベ
ー

シ
ョ
ン
で
一
番
多
く
課
さ
れ
る
の
が
、
怒
り
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
（anger m

anagem
ent

）
と
（
ま
た
は
）
薬
物
中
毒
者
用
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る）
₅₆
（

。

　

同
州
の
特
徴
は
、
配
偶
者
等
に
よ
る
殺
人
の
発
生
率
が
全
国
で
最
も
低
く
、
最
も
多
い
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
一
〇
・
二
（
一
〇
〇
万
人

あ
た
り
）
に
対
し
て
二
・
八
で
あ
る
一
方）
₅₇
（

、
配
偶
者
等
に
よ
る
女
性
の
殺
害
件
数
が
見
知
ら
ぬ
者
に
よ
る
殺
害
件
数
の
四
五
倍
で
あ
る
点
で

あ
る）
₅₈
（

。
さ
ら
に
、
被
害
に
あ
っ
た
女
性
の
警
察
へ
の
通
報
率
が
、
最
新
の
調
査
結
果
で
あ
る
二
〇
〇
七
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
全
国
の
通
報

率
よ
り
も
低
く
、
四
人
に
一
人
で
あ
る
と
い
う
点
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）
₅₉
（

。
も
っ
と
も
、
相
談
先
と
し
て
最
も
多
い
の
が
友
人
ま
た
は

家
族
で
あ
る
と
い
う
点
は
全
国
と
同
じ
で
あ
る）
₆₀
（

。
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⑵　

と
こ
ろ
で
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
で
は
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
興
味
深
い
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
警
察
に
通
報
さ
れ
た

配
偶
者
等
に
よ
る
暴
力
ケ
ー
ス
か
ら
サ
ン
プ
ル
ケ
ー
ス
を
選
び
、
そ
れ
ら
の
刑
事
司
法
手
続
を
追
跡
調
査
す
る
こ
と
で
、
警
察
や
裁
判
所
等
、

Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
諸
機
関
の
評
価
を
行
い
、
後
述
の
﹁
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（F

ram
ew

ork for 

A
ction A

gainst F
am

ily V
iolence

）﹂
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
、﹁
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（Intim
ate P

artner V
iolence T

racking P
roject

）﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
州
の
司
法
省
が
二
〇
〇
七
年
に
実
施
し
た
、
カ
ナ
ダ
で
も

ユ
ニ
ー
ク
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
が
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、
被
害
者
の
八
一
％
が
女
性
で
あ
る
こ
と
や）
₆₁
（

、
最
も
多
い
犯
罪
の
タ
イ
プ

が
身
体
的
暴
力
で
あ
る
こ
と
（
七
〇
％
）、
武
器
が
使
用
さ
れ
た
の
は
約
八
％
で
、
大
多
数
が
身
体
的
有
形
力
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る）
₆₂
（

。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
果
は
、
Ｄ
Ｖ
の
実
態
を
知
る
に
あ
た
り
以
下
の
よ
う
な
有
益
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
警
察
の
現
場

へ
の
出
動
状
況
、
そ
し
て
、
現
場
で
の
逮
捕
率
、
訴
追
率
の
変
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
事
案
の
八
七
％
に
つ
い
て
警
察
官
が
現
場
に
向
か
い
、

二
〇
％
が
五
分
以
内
に
、
七
三
％
が
二
〇
分
以
内
に
到
着
し
て
い
る
。
現
場
に
向
か
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
一
番
多
か
っ
た
の
が
、
当
人

が
直
接
通
報
し
に
警
察
署
に
出
向
い
て
い
た
か
ら
や
緊
急
を
要
さ
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
か
ら
（
た
と
え
ば
、
通
報
さ
れ
た
の
が
、
事
件
が

起
こ
っ
て
か
ら
長
時
間
経
過
後
で
あ
っ
た
等
）
と
し
て
い
る）
₆₃
（

。
現
場
に
お
け
る
被
疑
者
の
逮
捕
率
は
、
一
九
九
五
年
に
三
四
％
で
あ
っ
た
の

が
七
四
％
に
上
昇
、
訴
追
率
も
四
四
％
か
ら
七
二
％
に
上
昇
し
て
お
り）
₆₄
（

、
同
州
司
法
省
は
、
こ
れ
ら
の
上
昇
は
同
州
の
刑
事
司
法
制
度
が
Ｄ

Ｖ
に
良
く
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る）
₆₅
（

。

　

そ
し
て
、
裁
判
の
帰
結
に
つ
い
て
も
有
益
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
内
訳
と
し
て
は
、
有
罪
判
決
五
六
％
、
無
罪
判
決
四
％
、
手
続
の

停
止
等
が
四
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
多
い
の
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
み
／
又
は
他
と
の
併
科
で
有
罪
事
件
の
八

七
％
を
占
め
て
い
る）
₆₆
（

。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
平
均
期
間
は
一
四
か
月
（
最
長
三
六
か
月
最
短
一
か
月
、
中
央
値
一
二
か
月
）
で
、
プ
ロ
ベ
ー



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

一
一
六
二

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
刑
事
法

三
一
九
〇

シ
ョ
ン
の
条
件
と
し
て
は
、
被
害
者
へ
の
接
近
禁
止
（
五
九
％
）、
リ
ス
ク
査
定
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
へ
の
参
加
（
四
八
％
）、
ア
ル
コ
ー
ル
・

薬
物
使
用
の
中
止
（
四
二
％
）、
怒
り
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
四
二
％
）、
配
偶
者
虐
待
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
三
五
％
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、

拘
禁
刑
は
二
五
％
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
平
均
期
間
は
七
か
月
（
最
長
一
四
年
最
短
一
日
、
中
央
値
一
か
月
）
と
な
っ
て
い
る
。
罰
金
の
平
均
額

は
四
四
四
カ
ナ
ダ
ド
ル
（
最
高
額
は
一
六
五
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
、
中
央
値
四
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
）
で
あ
る）
₆₇
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
で
あ
る
。
被
害
者
の
九
一
％
が
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
直
接
的
コ
ン
タ
ク
ト

を
受
け
て
お
り
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
へ
照
会
さ
れ
た
被
害
者
の
九
九
％
が
少
な
く
と
も
一
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
れ
て
い
る）
₆₈
（

。

⑶　

同
州
の
Ｄ
Ｖ
問
題
の
実
情
を
知
る
に
あ
た
り
も
う
一
つ
の
有
益
な
調
査
が
、﹁
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
世
論
調

査
（P

ublic opinion polling on dom
estic violence in N

ova Scotia

）﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
州
の
市
民
が
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
に

お
け
る
Ｄ
Ｖ
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
最
新
の
調

査
で
以
下
の
よ
う
な
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
①
市
民
の
九
五
％
が
、Ｄ
Ｖ
は
犯
罪
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
②
Ｄ
Ｖ
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
、

九
〇
％
が
大
変
深
刻
又
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
深
刻
と
回
答
し
、
男
性
の
ほ
う
が
深
刻
さ
を
低
く
み
る
傾
向
に
あ
る
。
③
四
二
％
が
、
主
に

男
性
が
Ｄ
Ｖ
加
害
者
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
三
九
％
が
、
男
女
と
も
等
し
く
加
害
者
と
な
り
う
る
と
回
答
し
て
お
り
、
こ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
見
解
は
、
男
性
女
性
い
ず
れ
の
回
答
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
④
加
害
者
に
つ
い
て
は
先
述
の
よ
う
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
回
答
が
多
か
っ
た
が
、
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
九
〇
％
が
、
女
性
が
被
害
者
に
な
り
や
す
い
と
考
え
て
い
る
。

⑤
六
五
％
が
、
な
ぜ
被
害
者
が
暴
力
的
関
係
に
居
続
け
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
〇
％
が
、
被
害
者
が
本
当

に
そ
う
し
た
い
と
思
う
な
ら
暴
力
的
関
係
か
ら
去
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
回
答
者
の
性
別
に
よ
る
顕
著
な
差
が
み

ら
れ
る
。
ま
た
、
五
六
％
が
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
被
害
者
に
よ
っ
て
Ｄ
Ｖ
が
挑
発
さ
れ
得
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
も
性
別
に
よ
る
顕
著

な
差
が
み
ら
れ
、
男
性
の
方
が
よ
り
多
く
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
⑥
九
〇
％
が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
警
察
に
コ
ン
タ
ク
ト
し
な
い
と
考
え
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三
一
九
一

て
い
る
。
⑦
Ｄ
Ｖ
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
又
は
家
庭
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
八
八
％
が
反
対
し
て
お
り
、
五
年
前
に
比
べ
て
、
市
民
は

Ｄ
Ｖ
の
状
況
に
も
っ
と
介
入
し
た
い
と
感
じ
て
い
る
。
⑧
八
九
％
が
、
過
去
五
年
間
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｄ
Ｖ
件
数
は
増
え
た
、
ま
た

は
横
ば
い
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
減
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
は
三
％
に
す
ぎ
な
い
。
⑨
Ｄ
Ｖ
支
援
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
か
知

っ
て
い
る
と
回
答
し
た
の
は
七
七
％
で
、
女
性
の
方
が
割
合
が
高
い
（
八
四
％
）。
⑩
Ｄ
Ｖ
被
害
に
あ
っ
て
い
る
人
を
知
っ
た
場
合
に
同
人

に
対
し
て
言
及
す
る
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
の
項
目
と
し
て
一
番
多
か
っ
た
の
は
警
察
（
四
四
％
）
で
あ
る）
₆₉
（

。

Ⅳ　

カ
ナ
ダ
連
邦
及
び
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
施
策

１　

連
邦
レ
ベ
ル
の
Ｄ
Ｖ
施
策　

（
１
）　

家
庭
内
暴
力
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（Fam

ily V
iolence Initiative

）

⑴　

司
法
省
の
統
計
﹁
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
配
偶
者
暴
力
の
経
済
的
影
響
の
概
算
（A

n E
stim

ation of E
conom

ic Im
pact of Spousal 

V
iolence in C

anada, 2009

）﹂
に
よ
る
と
、
一
つ
の
配
偶
者
暴
力
の
及
ぼ
す
経
済
的
影
響
は
一
年
当
た
り
七
四
億
カ
ナ
ダ
ド
ル
（
対
被
害

者
が
約
六
〇
億
︹
医
療
費
、
賃
金
ロ
ス
、
財
産
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
や
毀
損
、
苦
痛
な
ど
無
形
的
損
害
、
生
命
の
喪
失
等
︺、
対
第
三
者
が
八
・

九
億
以
上
︹
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ス
ト
、
子
供
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
ン
パ
ク
ト
、
そ
の
他
の
政
府
の
経
費
︺、
司
法
制
度
の
コ
ス
ト

が
約
五
・
四
五
億
）
で
、
一
人
当
た
り
二
二
五
カ
ナ
ダ
ド
ル
と
算
出
さ
れ
て
い
る）
₇₀
（

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
は
カ
ナ
ダ
の
国
民
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
で
施
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
家
庭
内
暴
力
に
お
い
て
緊
急
の
危
険
下
に
あ
る
場
合
は
、
警
察
が
捜
査
し
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
言
及

し
、
被
害
者
が
平
穏
保
障
証
書
を
得
る
手
助
け
を
し
た
り
、
ま
た
、
弁
護
士
が
保
護
命
令
に
よ
っ
て
被
害
者
か
ら
加
害
者
を
遠
ざ
け
る
手
助
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け
を
し
、
緊
急
状
況
で
な
く
て
も
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
組
織
、
シ
ェ
ル
タ
ー
、
所
轄
の
警
察
が
対
応
策
の
検
討
の
手
助

け
を
す
る
が）
₇₁
（

、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
家
庭
内
暴
力
を
防
止
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
一
九
八
八
年
に
組
織
さ
れ
た
﹁
家
庭
内
暴

力
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（F

am
ily V

iolence Initiative

））
₇₂
（

﹂
で
あ
る
。

　

一
五
の
政
府
の
省
庁
か
ら
な
る
同
組
織
で
は
、
各
省
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
家
庭
内
暴
力
・Ｄ
Ｖ
問
題
に
貢
献
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

司
法
省
は
、
刑
事
立
法
と
ポ
リ
シ
ー
の
レ
ビ
ュ
ー
、
リ
サ
ー
チ
、
改
正
を
行
う
と
共
に
、
国
民
に
対
し
て
法
教
育
を
行
う
等
の
活
動
を
し
て

い
る
。
更
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー
ス
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
金
提
供
も
行
っ
て
い
る
。
国
防
省
は
、
家
庭
内
暴
力
と
い
う
問
題
へ
国
民
の

意
識
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
問
題
と
よ
く
結
び
つ
く
ス
ト
レ
ス
要
因
に
焦
点
を
置
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
自
然
災
害
や
犯
罪
、
テ
ロ
な
ど
の
危
険
か
ら
国

民
を
守
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
カ
ナ
ダ
公
共
安
全
省
（P

ublic Safety C
anada

）
も
、
国
家
犯
罪
予
防
方
策
（N

ational C
rim

e 

P
revention Strategy

）
に
お
い
て
本
問
題
を
取
り
扱
い
、
犯
罪
予
防
と
減
少
に
お
け
る
国
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
務
め
て
い
る
。
カ
ナ

ダ
矯
正
局
（C

orrectional Service of C
anada

）
は
、
被
害
者
に
対
し
て
、
加
害
者
が
釈
放
さ
れ
る
日
時
な
ど
の
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
。
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
も
本
組
織
に
含
ま
れ
て
お
り
、
被
害
者
を
ア
シ
ス
ト
す
る
た
め
、
そ
し
て
、
ハ
イ
リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
が
再
度
暴
力

を
行
わ
な
い
よ
う
ア
シ
ス
ト
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
て
い
る
。
同
基
金
は
、
家
庭
内
暴
力
の
問
題
の
傾
向
と
変
化
に
関
し
て
情
報
を
与
え

る
た
め
に
情
報
を
構
築
す
る
こ
と
等
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
先
述
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
統
計
を
公
表
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
統
計
局
（Statistics 

C
anada

）
も
、
家
庭
内
暴
力
の
性
質
や
程
度
に
関
す
る
全
国
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
の
有
用
性
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
他
機
関
連
携
を
意
識
し
な
が
ら
Ｄ
Ｖ
を
含
む
家
庭
内
暴
力
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る）
₇₃
（

。
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（
２
）　

Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
と
レ
ビ
ュ
ー

⑴　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
問
題
へ
の
対
応
の
歴
史
は
、
以
下
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ナ
ダ
で
も
、
昔
か
ら
配
偶
者
暴
力

は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
と
み
な
さ
れ
、
公
的
に
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
期
に
か
け
て
、
女
性
団
体
な
ど
の
努
力
に
よ
り
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
新
た
な
、
そ
し

て
具
体
的
な
刑
事
司
法
制
度
が
設
け
ら
れ
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た）
₇₄
（

。

　

し
か
し
、
一
九
八
二
年
に
、
下
院
の
健
康
、
福
祉
及
び
社
会
問
題
に
関
す
る
常
任
委
員
会
（Standing C

om
m

ittee on H
ealth, 

W
elfare and Social A

ffairs
）
に
よ
っ
て
、
当
時
の
警
察
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
実
際
に
殴
打
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

発
見
し
た
か
、
少
な
く
と
も
加
療
を
要
す
る
耐
え
難
い
負
傷
を
し
て
い
な
い
限
り
逮
捕
し
な
い
よ
う
命
令
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
書
が
提
出

さ
れ
た
こ
と
か
ら）
₇₅
（

、
国
会
は
、
全
国
の
警
察
に
対
し
て
、
実
務
に
お
い
て
妻
を
殴
打
し
た
ケ
ー
ス
も
一
般
の
暴
力
ケ
ー
ス
と
同
様
に
正
式
に

告
発
す
る
よ
う
奨
励
し
た
が
、
当
初
、
そ
れ
は
一
蹴
さ
れ
た）
₇₆
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
法
務
次
官
が
警
察
ト
ッ
プ
の
組
織
（the C

anadian A
ssociation of C

hiefs of P
olice

）
に
対
し
て
、
配
偶
者
虐

待
へ
の
取
り
組
み
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
協
働
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
告
発
す
る
こ
と
を
強
く
推
奨
す
る
文
書
を
送
る
と
共
に
、
各
州
の
司
法
長

官
が
、
妻
に
対
す
る
暴
力
を
刑
法
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
、
そ
し
て
、
被
害
者
の
希
望
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
を
告
発
ま
た
は
起
訴
す
る

判
断
を
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
推
奨
し
て
い
き
、
一
九
八
六
年
に
は
、
各
州
が
、
形
式
や
コ
ン
テ
ン
ツ
は
異
な
る

も
の
の
、
配
偶
者
暴
力
を
刑
事
事
件
と
し
て
扱
う
こ
と
を
確
実
に
す
る
と
い
う
同
一
の
目
標
を
共
有
し
て
い
っ
た）
₇₇
（

。

⑵　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
プ
ロ
・
チ
ャ
ー
ジ
ン
グ
（pro-charging

）、
プ
ロ
・
プ
ロ
セ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
・

ポ
リ
シ
ー
、
つ
ま
り
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
確
信
す
る
合
理
的
か
つ
相
当
な
根
拠
が
あ
る
場
合
は
全
て
の
Ｄ
Ｖ
事
案
を
訴
追
す
る
こ
と
を
警

察
）
₇₈
（

と
検
察
に
強
く
要
請
す
る
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
が
導
入
さ
れ
始
め
、
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｖ
を
﹁
刑
事
事
件
﹂
と
し
て
刑
事
司
法
制
度
で
扱
う
と
い
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う
こ
と
と
歴
史
的
な
取
扱
い
で
あ
っ
た
﹁
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
﹂
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
を
峻
別
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
も
の
で
あ
っ
た）
₇₉
（

。

　

そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
は
、
同
ポ
リ
シ
ー
が
扱
う
Ｄ
Ｖ
被
害
者
と
加
害
者
の
関
係
や
行
為
態
様
、
被
害
者
に
提
供
さ
れ
る
サ
ポ

ー
ト
の
タ
イ
プ
、
平
穏
保
障
証
書
の
行
使
や
訴
追
の
取
下
げ
等
に
お
い
て
従
う
べ
き
手
続
等
の
点
に
関
し
て
、
各
司
法
管
轄
権
で
ポ
リ
シ
ー

の
改
訂
が
な
さ
れ
、
今
日
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
プ
ロ
・
チ
ャ
ー
ジ
ン
グ
、
プ
ロ
・
プ
ロ
セ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
ポ
リ
シ
ー
（
配
偶
者
暴
力
の
犯
罪

化
の
基
本
的
客
観
性
と
い
う
刑
事
司
法
制
度
）
は
全
て
の
州
・
準
州
で
有
効
に
維
持
さ
れ
て
い
る）
₈₀
（

。

⑶　

こ
の
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
ポ
リ
シ
ー
に
対
し
て
、
連
邦
、
州
・
準
州
の
司
法
大
臣
は
二
〇
〇
〇
年
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、

初
め
て
の
全
国
レ
ベ
ル
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
る
。
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
刑
事
司
法
に
携
わ
る
実
務
家
の
見
解
を
調
査
し
、
ポ

リ
シ
ー
と
実
際
の
運
用
と
の
間
に
矛
盾
が
な
い
か
、
ポ
リ
シ
ー
が
き
ち
ん
と
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
多
様
な
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
応
で
き
て
い

る
か
を
考
察
し
て
い
る
。
同
レ
ビ
ュ
ー
の
報
告
書
は
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
刑
事
司
法
制
度
に
お
け
る
三
つ
の
キ
ー
と
な
る
客
観
的
な
目
標
は
、

①
配
偶
者
虐
待
を
犯
罪
化
す
る
こ
と
、
②
被
害
者
の
安
全
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
促
進
す
る
こ
と
、
③
司
法
行
政
の
信
頼
を
維
持
す
る
こ
と

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
同
ポ
リ
シ
ー
は
刑
事
司
法
制
度
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
応
の
強
固
で
一
貫
し
た
第
一
線
を
確
実
な
も
の
と
し
て
お
り
、

継
続
的
に
維
持
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る）
₈₁
（

。

　

さ
ら
に
、
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
同
ポ
リ
シ
ー
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
履
行
を
補
完
し
、
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
連
邦
・

州
・
準
州
の
政
府
が
開
発
し
て
き
た
多
く
の
革
新
的
構
造
と
モ
デ
ル
（
例
え
ば
、
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
）、
そ
し
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
を
含

む
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
例
え
ば
、
シ
ェ
ル
タ
ー
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
Ｄ
Ｖ
に
接
し
た
子
供
へ
の
介
入
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
介
入
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
危
険
査
定
ツ
ー
ル
（risk assessm

ent tool

）
の
開
発
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
の
有
効
性
も
調
査
し
、
そ
れ
ら
は
そ
の
役
割
を
果

た
し
て
き
た
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
刑
事
司
法
制
度
が
Ｄ
Ｖ
の
実
態
に
対
し
て
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
を
確
実
な
も
の
と
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し
て
き
た
と
も
評
価
し
て
い
る）
₈₂
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
ポ
リ
シ
ー
、
そ
し
て
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
開
発
さ
れ
て
き
た
構
造
や
モ
デ
ル
、
サ

ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
評
価
し
、
今
後
も
継
続
し
て
い
く
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
想
起

し
た
場
合
、
ポ
リ
シ
ー
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
測
定
す
る
単
一
の
メ
ジ
ャ
ー
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
Ｄ
Ｖ
の
原
因
に
関
す
る
理
解
に

未
だ
多
く
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
各
司
法
管
轄
区
が
さ
ら
な
る
リ
サ
ー
チ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
推
奨
し
て
い
る）
₈₃
（

。

（
３
）　

危
険
査
定
ツ
ー
ル

⑴　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
の
被
告
人
は
、
保
護
を
求
め
て
本
件
犯
行
を
行
う
前
に
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
通
報
し
た
が
、
Ｒ
Ｃ

Ｍ
Ｐ
が
民
事
事
件
と
し
て
扱
い
、
保
護
を
怠
っ
た
こ
と
か
ら
本
件
行
為
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て

も
、
家
庭
内
暴
力
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
被
害
者
保
護
の
必
要
性
か
ら
、
従
来
の
民
事
不
介
入
の
原
則
か
ら
警
察
の
積
極
的
な

介
入
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
警
察
は
、
Ｄ
Ｖ
シ
ー
ン
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ

り
、
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
Ｄ
Ｖ
暴
力
の
危
険
性
の
査
定
で
あ
る
。

　

カ
ナ
ダ
で
は
、
先
の
ポ
リ
シ
ー
の
下
、
一
般
の
危
険
査
定
ツ
ー
ル
以
外
に
、
配
偶
者
等
が
再
度
暴
力
を
振
る
う
か
を
査
定
す
る
、
配
偶
者

等
の
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
に
特
化
し
た
危
険
査
定
ツ
ー
ル
が
開
発
さ
れ
て
き
た
。
同
ツ
ー
ル
を
使
用
す
る
第
一
の
目
的
は
将
来

の
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
事
司
法
制
度
に
お
い
て
な
さ
れ
る
判
断
の
透
明
性

と
一
貫
性
が
増
す
と
い
う
、
説
明
義
務
や
被
告
人
の
人
権
の
保
護
も
そ
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る）
₈₄
（

。

　

そ
こ
で
、
同
ツ
ー
ル
は
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
裁
判
の
前
段
階
で
、
留
置
す
る
か
否
か
の
勧
告
を
す
る
た
め
に

警
察
や
検
察
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
判
決
の
前
段
階
で
も
、
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
や
パ
ロ
ー
ル
の
判
断
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
を
設
定
す
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る
際
に
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
た
め
の
適
切
な
処
遇
を
判
断
す
る
た
め
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
ツ
ー
ル
は
、
警
察
や
Ｄ
Ｖ

被
害
者
の
支
援
者
に
よ
っ
て
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
プ
ラ
ン
を
練
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る）
₈₅
（

。

⑵　

と
こ
ろ
で
、
カ
ナ
ダ
で
開
発
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
危
険
査
定
ツ
ー
ル
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
よ
り
、
以
下
の
四
つ
の
タ
イ

プ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、︻
タ
イ
プ
①
︼
専
門
家
が
、
情
報
を
収
集
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
わ
ず
に
、
専
門
家
の
経
験
と
高
度
な

専
門
知
識
に
基
づ
い
て
判
定
す
る
タ
イ
プ
（unstructured clinical judgem

ent

）、︻
タ
イ
プ
②
︼
査
定
す
る
者
が
、
査
定
の
際
に
考
慮

さ
れ
る
べ
き
一
定
の
危
険
要
素
を
含
ん
だ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
い
、
理
論
的
、
一
般
的
経
験
に
基
づ
い
て
判
定
す
る
タ
イ
プ
（structured 

clinical judgem
ent

）、︻
タ
イ
プ
③
︼
予
測
的
又
は
特
定
の
経
験
則
に
基
づ
く
リ
サ
ー
チ
か
ら
得
た
危
険
要
素
を
数
値
化
し
、
ト
ー
タ
ル

ス
コ
ア
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
算
出
し
、
当
該
個
人
が
特
定
の
期
間
内
に
再
び
犯
罪
を
行
う
可
能
性
を
推
定
す
る
タ
イ
プ
（actuarial 

approach

）、︻
タ
イ
プ
④
︼
そ
の
他
で
あ
る）
₈₆
（

。

　

ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
の
Ａ
に
対
し
て
も
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
よ
る
危
険
査
定
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
は
、︻
タ

イ
プ
③
︼
の
中
で
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
オ
ン
タ
リ
オ
家
庭
内
暴
力
危
険
査
定
（O

ntario D
om

estic A
ssault R

isk 

A
ssessm

ent

）﹂（
以
下
、Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
と
称
す
る
。）
を
採
用
し
て
い
る）
₈₇
（

。︻
タ
イ
プ
③
︼
は
、全
国
で
最
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︻
タ
イ
プ
①
︼

よ
り
も
予
測
可
能
性
が
高
い
と
評
さ
れ
て
お
り
、
臨
床
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
資
格
が
な
い
人
、
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
て
い
な

い
人
で
も
査
定
で
き
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
査
定
す
る
際
の
要
素
が
固
定
、
制
限
さ
れ
て
お
り
、
暴
力
と
の
若
干
の
相
関

関
係
が
わ
か
っ
て
い
る
事
柄
で
も
、
頻
繁
に
発
生
し
な
い
、
変
動
す
る
も
の
は
考
慮
要
素
に
入
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
各
ケ

ー
ス
特
有
の
要
素
が
無
視
さ
れ
る
と
い
う
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₈₈
（

。

　

そ
れ
で
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ア
イ
テ
ム
を
査
定
す
る
際
の
考
慮
要
素
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

危
険
査
定
ツ
ー
ル
は
、
そ
の
目
的
を
累
犯
の
予
測
と
解
す
る
か
、
暴
力
の
予
防
、
危
険
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
し
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て
、
焦
点
を
加
害
者
と
被
害
者
の
い
ず
れ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
異
な
る
が）
₈₉
（

、
危
険
要
素
と
し
て
危
険
性
査
定
ツ
ー
ル
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
の

が
、
家
族
へ
の
過
去
の
暴
力
的
行
為
、
暴
力
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
前
歴
、
一
般
的
な
社
会
的
態
度
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
問
題
、
精
神

衛
生
の
問
題
、
人
的
関
係
の
問
題
等
で
あ
る）
₉₀
（

。
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
は
、
更
に
、
被
害
者
に
焦
点
を
お
い
た
以
下
の
よ
う
な
リ
ス
ク
要
素
を
含
ん
で

い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
よ
っ
て
将
来
暴
力
が
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
不
安
に
思
っ
て

い
る
か
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
間
に
遺
伝
子
学
上
の
子
を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
妊
娠
中
に
暴
力
を
受
け

た
か
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
サ
ポ
ー
ト
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
際
に
障
害
と
な
る
も
の
が
あ
る
か
等
で
あ
る）
₉₁
（

。

　

Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
は
、
配
偶
者
に
よ
る
将
来
の
暴
力
の
予
測
だ
け
で
な
く
、
そ
の
頻
度
や
深
刻
さ
を
予
測
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
、
ノ
バ
・

ス
コ
シ
ア
州
だ
け
で
な
く
、
他
の
多
く
の
州
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
危
険
要
素
の
多
く
が
刑
事
司
法
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
の

情
報
収
集
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
者
と
そ
う
で
な
い
者
（
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
擁
護
者
等
）
と
に
分
か
れ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、︻
タ
イ
プ
③
︼
に
対
す
る
先
の
批
判
、
さ
ら
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
開
発
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
サ
ン
プ

ル
の
中
に
殺
人
ケ
ー
ス
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
致
死
ケ
ー
ス
の
予
測
に
は
適
さ
な
い
等
、
そ
の
限
界
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₉₂
（

。

２　

ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｄ
Ｖ
施
策

（
１
）　

Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
州
法
と
Ｄ
Ｖ
施
策
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

⑴　

ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
バ
ラ
（B

ala

）
教
授
は
、
本
判
決
は
Ｄ
Ｖ
被
害
女
性
が
ヒ
ッ
ト
マ
ン
を
雇
う
こ
と
を
決
し
て
許
し
た

わ
け
で
は
な
い
と
警
笛
を
鳴
ら
し
つ
つ
、﹁
本
ケ
ー
ス
は
、
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
特
に
地
方
エ
リ
ア
に
お
け
る
そ
れ
に
関

す
る
問
題
、そ
し
て
Ｄ
Ｖ
状
況
に
お
け
る
警
察
当
局
の
怠
慢
に
関
す
る
社
会
問
題
を
提
起
し
て
い
る）
₉₃
（

﹂
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、ノ
バ
・

ス
コ
シ
ア
州
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
施
策
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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ま
ず
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
法
規
定
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
特
別
法
は
な
く
、
Ｄ
Ｖ
行
為
が
刑
法
典
上

の
犯
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ）
₉₄
（

、
州
レ
ベ
ル
で
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
法
や
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る）
₉₅
（

。
ノ
バ
・
ス

コ
シ
ア
州
も
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
た
め
の
州
法
﹁
Ｄ
Ｖ
介
入
法
（D

om
estic V

iolence Intervention A
ct, 2001

）﹂
を
定
め
て

い
る）
₉₆
（

。
同
法
は
、
被
害
者
を
﹁
一
六
歳
以
上
で
、
婚
姻
関
係
に
お
い
て
同
居
し
て
い
た
又
は
同
居
し
て
い
る
者
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
者
、

又
は
、
婚
姻
関
係
の
有
無
又
は
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
と
の
間
に
一
人
以
上
の
子
供
を
有
す
る
者

か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
者
﹂（
二
条
⒢
）
と
定
義
し
、
そ
の
者
が
緊
急
の
保
護
を
要
す
る
場
合
、
被
害
者
そ
し
て
そ
の
代
理
人
は
緊
急
保

護
命
令
（E

m
ergency P

rotection O
rder

）
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
（
六
条
以
下
）。
裁
判
所
が
同
命

令
に
よ
り
指
示
し
う
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
例
え
ば
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
対
し
、
被
害
者
に
対
し
て
さ
ら
な
る
暴
力
を
加
え
な
い
よ
う
命

令
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
被
害
者
の
家
か
ら
移
動
さ
せ
る
た
め
に
警
察
官
を
派
遣
し
た
り
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
直
接
又
は
間
接
的
に
被
害
者

に
接
触
し
な
い
よ
う
命
じ
る
こ
と
等
が
出
来
る
（
八
条
））
₉₇
（

。

⑵　

ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
の
一
つ
が
、
配
偶
者
・
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
事
犯
に
つ

い
て
司
法
制
度
の
対
応
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
﹁
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（T

he 

F
ram

ew
ork for A

ction A
gainst F

am
ily V

iolence, 1995
）﹂
で
あ
る
。
同
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
家
庭
内
暴
力
に
立
ち
向
か
う
た
め

に
必
要
な
の
は
立
法
改
正
で
は
な
く
、
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
刑
事
司
法
制
度
を
向
上
さ
せ
る
包
括
的
な
方
策
で
あ
る
と
し
、
刑
事
司
法
制

度
に
プ
ロ
・
ア
レ
ス
ト
、
プ
ロ
・
チ
ャ
ー
ジ
ン
グ
、
プ
ロ
・
プ
ロ
セ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
ポ
リ
シ
ー
の
導
入
を
推
奨
し
た
先
行
レ
ポ
ー
ト）
₉₈
（

に
従

い
、﹁
警
察
、検
察
、裁
判
所
等
関
連
機
関
と
サ
ー
ビ
ス
が
立
法
の
発
展
に
対
応
す
る
こ
と
又
は
法
を
適
切
に
執
行
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
、

Ｄ
Ｖ
を
撲
滅
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る）
₉₉
（

﹂
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る）
１００
（

。

　

同
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
以
下
の
六
つ
の
キ
ー
と
な
る
構
成
要
素
か
ら
成
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
改
良
さ
れ
た
訴
訟
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手
続
、
②
全
て
の
司
法
従
事
者
が
、
家
庭
内
暴
力
の
変
化
、
Ｄ
Ｖ
事
件
へ
の
対
応
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
特
定
の
責
務
、
他
の
司
法
従
事
者

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
関
の
役
割
と
責
任
を
理
解
す
る
こ
と
を
ア
シ
ス
ト
す
る
た
め
の
包
括
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
③
Ｄ
Ｖ
被

害
者
の
サ
ポ
ー
ト
、
保
護
、
裁
判
へ
の
参
加
の
促
進
の
た
め
に
強
化
さ
れ
た
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
、
④
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
司
法

制
度
の
対
応
の
有
効
性
は
家
庭
内
暴
力
に
取
り
組
む
全
て
の
機
関
や
個
人
の
間
の
改
善
さ
れ
た
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
協
働
に
拠
る
と
い
う

認
識
に
基
づ
く
、
関
係
省
庁
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
⑤
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
司
法
制
度
の
責
務
、
明
確
な
命
令
と
各
司
法
機
関
に

よ
り
構
造
化
さ
れ
た
監
査
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
創
設
に
よ
る
プ
ロ
ト
コ
ル
の
厳
守
、
そ
し
て
、
国
民
へ
の
定
期
的
な
報
告
、
⑥
国
民
が
家
庭
内
暴

力
に
対
す
る
司
法
制
度
の
役
割
を
理
解
し
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
、
そ
し
て
、
強
い
施
策
の
た
め
の
司
法
機
関
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
を
得
る
た
め
に
、
刑
事
司
法
機
関
に
よ
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（advocacy initiative

）
で
あ

る
）
１０１
（

。
⑶　

こ
れ
に
よ
り
、
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
ポ
リ
シ
ー
と
刑
事
司
法
手
続
が
結
合
し
、
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
司
法
省
は
、
二

〇
〇
〇
年
に
ダ
ル
ホ
ー
ジ
ー
（D

alhousie

）
大
学
の
ラ
ッ
セ
ル
（R

ussell

）
学
部
長
ら
に
対
し
、
同
州
に
お
け
る
司
法
従
事
者
に
こ
の
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
実
務
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
ポ
リ
シ
ー
が
実
践
さ
れ
て
い

る
か
を
調
査
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
レ
ポ
ー
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
同
レ
ビ
ュ
ー
は
、Ｄ
Ｖ
に
関
し
て
は
様
々
な
見
解
が
存
在
し
、

ま
た
配
偶
者
暴
力
と
い
う
問
題
は
複
雑
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
結
論
に
お
い
て
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
で
は
同
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
た
め
に
司

法
従
事
者
に
対
し
て
強
力
な
サ
ポ
ー
ト
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
様
々
な
意
見
が
あ
っ
た
も
の
の
、
本
調
査
に
応
じ
た
者
の
間
で
は
、

同
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
Ｄ
Ｖ
に
効
果
的
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
大
変
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

得
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る）
１０２
（

。

⑷　

そ
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
レ
ポ
ー
ト
は
、
本
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
自
体
は
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
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上
で
、
各
司
法
関
係
機
関
に
提
言
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
警
察
、
検
察
、
裁
判
所
、
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
等
、
広
範
に
及
ぶ
が
、
こ
こ
で
は

ラ
ッ
セ
ル
レ
ポ
ー
ト
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者
保
護
に
関
し
て
警
察
に
対
し
て
指
摘
し
て
い
る
問
題
点
と
そ
れ
に
対
す
る
提
言
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し

よ
う
。

　

第
一
の
問
題
点
は
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
ポ
リ
シ
ー
と
実
務
と
の
間
に
以
下
の
重
大
な
矛
盾
と
い
く
つ
か
の
難
題
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
警
察
官
の
中
に
合
理
的
か
つ
相
当
な
根
拠
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
者
が
い
る
こ
と
、
被
害
者
に
対
す
る
態
度
や
ア

プ
ロ
ー
チ
が
警
察
官
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
こ
と
、
捜
査
の
質
に
差
異
が
あ
る
こ
と
、
難
し
い
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
に
お
い
て
不
確
か
さ
が
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
本
レ
ポ
ー
ト
は
、
警
察
官
自
身
、
こ
れ
ら
を
自
覚
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
政
府
が
警
察
や
他
の
司
法
従
事
者

の
た
め
に
継
続
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

　

第
二
の
問
題
点
は
、
多
数
の
相
反
す
る
命
令
（
例
え
ば
、
被
告
人
が
子
供
に
接
見
す
る
こ
と
を
認
め
る
家
裁
の
命
令
と
そ
れ
に
相
反
す
る

よ
う
な
保
護
命
令
）
が
出
さ
れ
て
い
た
場
合
、
被
害
者
と
警
察
の
両
方
か
ら
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
警
察

官
は
、
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
命
令
が
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
違
反
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
い
い
の
か
判
断
に
窮
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
レ
ポ
ー
ト
は
、
司
法
長
官
が
州
裁
判
所
や
家
裁
の
首
席
裁
判
官
に
本
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

　

第
三
の
問
題
点
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
と
被
害
者
が
い
わ
ゆ
る
水
掛
け
論
状
態
で
あ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
警
察
官
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
警
察
が
検
察
官
か
ら
法
的
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
よ
う
努
め

る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
警
察
実
務
に
お
い
て
家
庭
内
の
口
論
が
Ｄ
Ｖ
の
通
報
と
大
き
く
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
口
論
の
通
報
も
Ｄ

Ｖ
暴
力
事
件
を
記
録
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
慎
重
に
記
録
す
る
こ
と
等
、
複
数
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る）
１０３
（

。
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（
２
）　

Ｄ
Ｖ
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

⑴　

先
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
後
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
が
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
行
っ
た
施
策
が
、﹁
Ｄ
Ｖ
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（D

om
estic 

V
iolence A

ction P
lan 2010

）﹂
で
あ
る
。
州
政
府
は
、
先
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
下
、
既
に
多
く
の
省
と
機
関
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し

て
Ｄ
Ｖ
の
予
防
や
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
が
、﹁
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
全
て
の
市
民
が
Ｄ
Ｖ
と
虐
待
の
な
い
生
活
を
送
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る）
１０４
（

﹂
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
の
下
、Ｄ
Ｖ
と
い
う
複
雑
な
問
題
に
よ
り
団
結
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
長
期
計
画
が
、

こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
あ
る）
１０５
（

。

　

本
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
は
一
六
の
政
府
機
関
が
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
ゴ
ー
ル
は
、
女
性
と
子
供
の
安
全
を
政

府
の
ポ
リ
シ
ー
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
優
先
事
項
と
す
る
こ
と
、
Ｄ
Ｖ
に
さ
ら
さ
れ
た
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
能
力

を
構
築
す
る
こ
と
、
被
害
者
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
増
や
す
こ
と
、
被
害
者
の
た
め
に
、
そ
し
て
加
害
者
の

リ
ハ
ビ
リ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
事
案
の
手
続
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
強
化
す
る
こ
と
、
Ｄ
Ｖ
問
題
に
取
り

組
む
人
々
の
知
識
、
ス
キ
ル
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
強
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
第
一
に
Ｄ
Ｖ
暴
力
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
（
社
会
、
政
治
、
経
済
的
な
）
協
力
的
な
環
境
を
構
築
す
る
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
ポ
リ
シ
ー
に
焦
点
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る）
１０６
（

。

　

具
体
的
な
中
味
は
、﹁
現
行
の
政
府
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
サ
ー
ビ
ス
を
確
認
す
る
こ
と）
１０７
（

﹂、﹁
今
後
い
か
に
政
府
が
よ
り
ス
マ
ー
ト
に
取
り
組

む
か
を
示
す
こ
と）
１０８
（

﹂、
さ
ら
に
、
政
府
が
行
う
以
下
の
﹁
新
た
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
す
る
こ
と）
１０９
（

﹂
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
ア
ク

シ
ョ
ン
と
は
、
①
Ｄ
Ｖ
問
題
に
取
り
組
む
人
を
助
け
、
同
問
題
へ
の
認
識
を
確
立
す
る
た
め
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う
、
②
被
害
者
が
サ
ー

ビ
ス
へ
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
す
る
、
③
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
動
す
る
、
④
よ
り
良
い
被
害
者
サ
ポ
ー

ト
の
た
め
に
立
法
改
正
案
を
提
出
す
る
、
⑤
よ
り
効
果
的
に
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、

⑥
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
家
族
と
子
供
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を
改
良
す
る
、
⑦
加
害
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
改
良
す
る
、
⑧
州
の
ナ
レ
ッ
ジ
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ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
た
め
の
リ
サ
ー
チ
に
着
手
す
る
、
⑨
教
育
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
機
会
を
改
善
す
る
、
⑩
サ
ポ
ー
ト
を
強
化
す
る
た
め
に
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
に
着
手
す
る
と
い
う
十
項
目
で
あ
る
。

⑵　

政
府
は
、
本
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
対
し
て
追
跡
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
最
新
の
報
告
書
に
は
、
改
良
さ
れ
た
点
と

し
て
、
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（H

ealth L
ink811

）

の
開
設
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
開
設
（
二
〇
一
一
年
三
月
以
降
）、
そ
し
て
、
警
察
法
（P

olice A
ct

）
の
改
正
（
警
察
が
Ｄ

Ｖ
被
害
者
に
つ
い
て
地
元
の
被
害
者
サ
ー
ビ
ス
と
の
情
報
共
有
を
促
進
す
る
よ
う
改
正
）、
シ
ェ
ル
タ
ー
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
教
育
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
改
良
も
報
告
さ
れ
て
い
る）
１１０
（

。

（
３
）　

ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
警
察
の
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
応
と
役
割

⑴　

ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
は
、
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
年
の
年
次
報
告
書
で
、
Ｄ
Ｖ
を
州
の
取
締
り

に
お
け
る
優
先
事
項
の
一
つ
と
し
て
い
る）
１１１
（

。
具
体
的
に
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
事
案
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
が
優
先
事
項
と
さ
れ
、
全
て
の
警
察
官
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
完
了
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
危
険
査
定
ツ

ー
ル
は
、
Ｄ
Ｖ
を
捜
査
す
る
間
、
警
察
を
ガ
イ
ド
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
と
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
関
係
、
そ
し
て

Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
ま
た
加
害
行
為
を
行
い
そ
う
か
ど
う
か
把
握
す
る
こ
と
を
助
け
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
警
察
官
は
被
害
者
の
安
全

を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
、
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
や
支
援
団
体
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
報
告
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
教
育
に
力
を
入
れ
た
点
で
あ
る
。
同
州
の
二
〇
〇
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
Ｄ

Ｖ
に
関
す
る
教
育
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
連
邦
家
庭
内
暴
力
基
金
（R

C
M

P
 F

ederal F
am

ily V
iolence F

und

）

が
い
く
つ
か
の
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
金
提
供
を
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
区
に
よ
っ
て
は
、
Ｄ
Ｖ
で
は
警
察
の
早
急
な
対
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応
と
被
害
者
の
安
全
を
確
実
な
も
の
と
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
緊
密
に
協
働
す

る
た
め
の
﹁
Ｄ
Ｖ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー）
１１２
（

﹂
を
創
設
し
た
り
、
Ｄ
Ｖ
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
た

め
に
、
近
隣
や
友
人
、
家
族
が
Ｄ
Ｖ
の
サ
イ
ン
に
気
づ
く
よ
う
促
す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
行
わ
れ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る）
１１３
（

。

⑵　

と
こ
ろ
で
、
Ⅳ
１
（
２
）
で
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
警
察
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
と

は
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
た
者
へ
早
期
に
介
入
し
、
判
決
前
に
処
遇
を
提
供
す
る
た
め
に
特
別
の
法
廷
で
専
門

の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
全
て
の
州
・
準
州
が
創
設
し
て
お
り）
１１４
（

、
Ⅳ
２
（
２
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ノ
バ
・

ス
コ
シ
ア
州
で
も
、
Ｄ
Ｖ
は
被
害
者
と
犯
罪
者
と
の
間
の
関
係
が
複
雑
で
あ
る
が
ゆ
え
に
他
の
犯
罪
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｖ
に
対
応
す

る
刑
事
司
法
制
度
を
よ
り
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
し
て
開
始
し
、
ケ
ー
プ
・
ブ
レ
ト
ン
（C
ape B

reton

）
地
区
で
週
一
回
開
廷
さ
れ
て
い
る）
１１５
（

。
拘
禁
刑
を
伴
う
起
訴
の
場
合
は
Ｄ
Ｖ
コ

ー
ト
の
対
象
外
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
で
の
手
続
を
望
ん
だ
場
合
、
有
罪
の
答
弁
に
よ
り
犯
罪
に
対
す
る

責
任
を
当
該
被
告
人
が
認
め
、
判
決
ま
で
に
指
示
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
裁
判
官
は
当
該
被
告
人
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
加

味
し
て
判
決
を
下
す
と
い
う
流
れ
に
な
る）
１１６
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
で
は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
ー
サ
ー
が
Ｄ
Ｖ
加
害
者
（
被
告
人
）
と
答
弁
の
前
に
協
働
し
、
処
遇
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
（
判
決
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
）
判
決
の
前
に
提
供
さ
れ
る
と
い
う
点
で
通
常
の
訴
訟
手
続
と
異
な
り
、
被
告
人
が
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
終
え
た
か
否
か
が
判
決
内
容
を
左
右
す
る）
１１７
（

。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
種
類
は
、
五
週
又
は
一
〇
週
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
二
五
週
の
セ
ラ

ピ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
幅
広
い
が）
１１８
（

、
当
該
被
告
人
、
つ
ま
り
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
最
適
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
選
定
す
る
た
め
に
、
警
察
と
矯
正
機
関

が
リ
ス
ク
と
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
綿
密
な
査
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る）
１１９
（

。
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Ⅴ　

む
す
び
に

⑴　

カ
ナ
ダ
で
は
、
Ｄ
Ｖ
を
家
庭
内
の
問
題
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
事
案
と
同
様
に
刑
事
手
続
を
進
め
る
姿
勢
（
プ
ロ
・
ア
レ

ス
ト
、
プ
ロ
・
チ
ャ
ー
ジ
ン
グ
、
プ
ロ
・
プ
ロ
セ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害

者
で
あ
る
被
告
人
の
行
っ
た
防
衛
行
為
に
対
す
る
適
正
か
つ
妥
当
な
犯
罪
成
立
阻
却
の
判
断
だ
け
で
な
く
、本
当
の
意
味
で
の
解
決
と
し
て
、

Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
自
体
、
溯
っ
て
Ｄ
Ｖ
そ
の
も
の
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー

ス
が
示
す
よ
う
に
、
警
察
等
に
申
し
出
て
も
民
事
不
介
入
と
し
て
一
蹴
さ
れ
、
保
護
が
期
待
で
き
な
い
と
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
考
え
る
よ
う
な
環

境
で
あ
れ
ば
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
自
ら
防
衛
行
為
を
行
お
う
と
考
え
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
を
発
生
さ
せ
る
土
壌
を
つ
く
り
か
ね
な
い
。
そ
の
点
、
カ
ナ

ダ
で
は
、
同
ポ
リ
シ
ー
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
そ
し
て
、
関
係
諸
機
関
が
連
携
し
て
様
々
な
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
Ｄ

Ｖ
に
対
し
て
積
極
的
、
い
い
か
え
る
と
強
固
な
姿
勢
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
Ｄ
Ｖ
が
加
害
者
と
被
害
者
の
人
的
関
係
の
複
雑
さ
と
い
う
難
し
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
な
危
険
査

定
ツ
ー
ル
等
を
用
い
て
、
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
と
共
に
、
説
明
責
任
に
応
え
得
る
慎
重
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る

と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
は
加
害
者
を
逮
捕
、
起
訴
で
き
れ
ば
解
決
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
問
題
で
は
な
く
、
政
府
・
警
察
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
連
携
し
て
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
両
面
か
ら
、
取
り
組
み
、
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
カ
ナ

ダ
で
は
他
機
関
連
携
の
重
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
国
が
い
か
に
Ｄ
Ｖ
施
策
・
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
に
乗
り
出
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
意
味
が

な
い
。
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
州
で
Ｄ
Ｖ
の
相
談
窓
口
を
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
た
割
合
が
七
七
％
で
あ
っ
た
の
に
対
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三
二
〇
五

し
て
、
我
が
国
は
三
二
・
四
％
と
大
変
低
く
、
平
成
二
〇
年
（
二
九
・
〇
％
）
か
ら
そ
の
割
合
は
微
増
で
あ
る）
１２０
（

。
こ
の
点
、
カ
ナ
ダ
が
Ｄ
Ｖ

の
教
育
、
広
報
に
力
を
入
れ
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
と
い
う
角
度
か
ら
だ
け
で
な
く
、
Ｄ
Ｖ
に
関
し
て
教
育
・
広
報
す
る
と
い
う
角
度

か
ら
も
取
り
組
ん
で
い
る
点
は
傾
聴
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
不
幸
に
し
て
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
ケ
ー
ス
を
契

機
に
、
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
警
察
の
取
り
組
み
の
実
態
に
世
間
の
関
心
が
集
ま
り
、
そ
れ
を
受
け
て
内
部
調
査
が
行
わ
れ
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
応
の
再

検
討
の
契
機
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
翌
年
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
年
次
報
告
書
の
重
点
項
目
に
Ｄ
Ｖ
が
早
速
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
ケ

ー
ス
を
受
け
て
、
刑
法
学
者
・
実
務
家
の
間
で
正
当
防
衛
と
強
制
の
抗
弁
の
関
係
、
新
正
当
防
衛
規
定
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
解
決
に
つ
い

て
議
論
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
刑
事
法
の
密
接
関
連
性
を
如
実
に
表
す
も
の
と
い
え
る
。

⑵　

Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
問
題
点
は
、
翻
っ
て
み
る
と
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
当
該
自
己
防
衛
行
為
を
行
う
に
至
る
ま
で
に
同
人
を
保
護
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
事
案
と
も
い
え
る
と
い
う
点
で
あ
り
、そ
も
そ
も
Ｄ
Ｖ
被
害
者
と
い
う
も
の
を
出
さ
な
い
よ
う
に
防
止
す
る
、

Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
Ｄ
Ｖ
施
策
の
拡
充
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
を
発
生
さ
せ
な
い
の
が
最
善
の
形
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
と
カ
ナ
ダ
両
国
の
調
査
が
示
す
、
警
察
へ
の
通
報
率
、
公
的
機
関
へ
の
相
談
率
の
低
さ
、
Ｄ
Ｖ
が
依
然
と
し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
被
虐
待
女
性
症
候
群
に
よ
り
表
か
ら
見
え
に
く
い
こ
と
等
か
ら
、
Ｄ
Ｖ
を
完
全
に
防
止
す
る
こ
と
が

事
実
上
困
難
な
実
情
か
ら
は
、
政
策
論
と
し
て
Ｄ
Ｖ
施
策
を
充
実
さ
せ
て
い
く
一
方
で
、
Ｄ
Ｖ
の
実
態
に
即
し
た
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
の
被
告
人

（
Ｄ
Ｖ
被
害
者
）
に
対
す
る
適
正
な
処
罰
、
つ
ま
り
、
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
妥
当
な
正
当
防
衛
の
判
断
方
法
、
成
立
範
囲
が
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
ラ
イ
ア
ン
・
ケ
ー
ス
後
に
施
行
さ
れ
た
新
正
当
防
衛
規
定
に
よ
れ
ば
本
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
正
当
防

衛
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
新
旧
正
当
防
衛
規
定
の
相
違
が
Ｄ
Ｖ
ケ
ー
ス
を
含
め
、
如
何
な
る
解
釈
論
上
の
変
化

を
も
た
ら
す
か
と
い
う
点
は
興
味
深
く
、
今
後
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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（
1
）　

曽
根
威
彦
＝
三
井
誠
＝
瀬
川
編
著
﹃
入
門
刑
事
法
﹄（
第
六
版
）（
二
〇
一
七
年
）
六
頁
。

（
2
）　

深
町
晋
也
﹁
家
庭
内
暴
力
へ
の
反
撃
と
し
て
の
殺
人
を
巡
る
刑
法
上
の
諸
問
題
︱
緊
急
避
難
論
を
中
心
と
し
て
﹂
高
山
佳
奈
子
・
島
田
聡
一
郎
編
﹃
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文
集
﹄

（
二
〇
一
四
年
）
九
五
頁
以
下
、
同
﹁
家
族
と
刑
法
﹂
車
窓
の
窓
六
五
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
3
）　

瀬
川
晃
﹁
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
法
的
規
制
﹂
同
志
社
法
学
五
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
九
頁
以
下
。　　

（
4
）　

矢
野
恵
美
﹁
正
当
防
衛
成
立
要
件
の
再
考
︱
継
続
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
急
迫
不
正
の
侵
害
︱
﹂
法
学
七
七
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
二
九
頁
。
な
お
、

森
川
恭
剛
﹁
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
反
撃
と
正
当
防
衛
﹂
琉
大
法
学
八
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
5
）　

矢
野
・
同
二
二
〇
頁
。

（
6
）　

矢
野
・
同
二
一
七
頁
。

（
7
）　

刑
集
五
一
巻
五
号
四
三
五
頁
。

（
8
）　

松
原
芳
博
﹃
刑
法
総
論
﹄（
第
二
版
）（
二
〇
一
七
年
）
一
五
五
頁
。

（
9
）　

矢
野
・
前
掲
註
4
・
九
八
二
頁
、
斎
藤
実
﹁
Ｄ
Ｖ
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
成
否
﹂
法
執
行
研
究
会
編
﹃
法
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
救
え
る
か
︱
法
分
野
協
働
と
国
際
比
較
︱
﹄（
二

〇
一
三
年
）
一
〇
頁
、
岡
田
久
美
子
﹁
Ｄ
Ｖ
殺
人
と
正
当
防
衛
﹂
浅
倉
む
つ
子
＝
角
田
由
紀
子
編
著
﹃
比
較
判
例
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
﹄（
二
〇
〇
七
年
）
六
九
頁
。
な
お
、
安
藤

ヨ
イ
子
﹁
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
被
害
者
と
正
当
防
衛
の
成
否　

Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
加
害
者
と
な
っ
た
刑
事
事
件
か
ら
の
解
放
﹂
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
編
﹃
ジ
ェ

ン
ダ
ー
法
学
が
切
り
拓
く
展
望
﹄（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
10
）　

井
田
良
﹃
講
義
刑
法
学
・
総
論
﹄（
二
〇
〇
八
年
）
二
九
一
頁
。

（
11
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
﹄（
新
版
第
四
版
）（
二
〇
一
二
年
）
二
八
一
頁
。

（
12
）　

本
判
例
評
釈
と
し
て
、上
野
芳
久
﹁
外
国
判
例
研
究
﹂
関
東
学
院
法
学
二
三
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
九
頁
以
下
、同
﹁
カ
ナ
ダ
刑
法
に
お
け
る
﹃
強
制
に
よ
る
行
為
﹄﹂

関
東
学
院
法
学
二
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
、
同
﹁
強
制
に
よ
る
行
為
﹂
高
橋
則
夫
＝
川
上
拓
一
＝
寺
崎
嘉
博
＝
甲
斐
克
則
＝
松
原
芳
博
＝
小
川
佳
樹
編
﹃
曽
根

威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹄︹
上
巻
︺（
二
〇
一
四
年
）
四
〇
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
13
）　R

. v. R
yan, 2010 N

SSC
 114, 289 N

. S. R
. （2d

） 273.

（
14
）　R

. v. R
yan, 2011 N

SC
A

 30, 269 C
. C

. C
. （3d

） 480.

（
15
）　

検
察
側
は
、
第
一
審
で
は
、
Ａ
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
争
っ
て
い
た
が
、
第
二
審
以
降
は
、
強
制
の
抗
弁
の
適
用
を
認
め
た
原
審
の
判
断
は
妥
当
で
な
い
と

い
う
点
を
主
張
し
て
上
訴
し
て
い
る
。
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（
16
）　R

. v. R
yan, 2013 SC

C
 3, ［2013

］ 1 S. C
. R

. 14, at p. 16.
（
17
）　

裁
判
官
九
人
中
一
人
（F

ish

裁
判
官
）
が
手
続
の
停
止
に
対
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
18
）　

二
〇
一
二
年
の
刑
法
改
正
で
、
正
当
防
衛
規
定
か
ら
﹁
正
当
化
す
る
﹂
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
本
判
決
が
正
当
防
衛
を
正
当
化
事
由
と
明
言
し
た
点
に
意
義
が

あ
る
と
指
摘
す
る
文
献
が
多
い
（C

arissim
a M

athen &
 M

ichael P
laxton, R

. v. R
ya

n
: L

ea
vin

g B
a

ttered
 W

om
en

 to th
e “Ju

stifica
tion

” of S
elf-d

efen
ce? 

（2013
）, 98 C

. R
. （6th

） 258; K
ent R

oach, C
rim

in
a

l L
a

w
 （6th, 2015

）, at p. 328 footnote 12 etc.

）。
カ
ナ
ダ
の
新
旧
正
当
防
衛
規
定
に
関
し
て
は
、
拙
稿
﹁
自

招
侵
害
と
正
当
防
衛
論
﹂
川
端
博
＝
浅
田
和
茂
＝
山
口
厚
＝
井
田
良
編
﹃
理
論
刑
法
学
の
探
究
⑦
﹄（
二
〇
一
四
年
）
一
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）　R

. v. L
avallee, ［1990

］ 1 S. C
. R

. 852, 76 C
. R

. （3d

） 329; R
. v. M

alott, ［1998

］ 1 S. C
. R

. 123, 12 C
. R

. （5th

） 207. See also D
on Stuart, C

rim
in

a
l L

a
w

 

（7th, 2014

）, at pp. 514-520.

（
20
）　

Ｄ
Ｖ
被
害
女
性
を
支
援
し
て
い
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ラ
イ
・
ソ
サ
イ
エ
テ
イ
ー
（E

lizabeth F
ry Society

）
は
、
本
判
決
で
正
当
防
衛
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て

い
た
と
落
胆
し
、﹁
次
の
Ｄ
Ｖ
被
害
女
性
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
未
だ
明
ら
か
で
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
（C

anada P
ress 2013.1.17

）。See also, R
onagh J. A

. 

M
cQ

uigg, T
h

e C
a

n
a

d
ia

n
 S

u
p

rem
e C

ou
rt a

n
d

 D
om

estic V
iolen

ce: R
. v. R

ya
n

, 2013 S
C

C
 3, F

em
 L

eg Stud （2013

） 21, 185, at p. 192. 

（
21
）　Ian Sm

ith, R
. v. R

ya
n

 S
ix

 P
oin

ts a
bou

t D
u

ress, F
or D

efence M
agazine （T

he C
rim

inal L
aw

yers’ A
ssociation N

ew
sletter

）, V
ol. 34, N

o. 2 （2013

）, 

at E
. 6. – D

uress and Spousal A
buse. 

　
　
　

も
っ
と
も
、
新
正
当
防
衛
規
定
に
よ
れ
ば
本
件
被
告
人
に
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解
が
多
い
（G

erry F
erguson &

 B
enjam

in L
. B

erger, 

R
ecen

t D
evelop

m
en

ts in
 C

a
n

a
d

ia
n

 C
rim

in
a

l L
a

w
 （2013

）, 37 C
rim

. L
. J. 315, at p. 320-322; Steve C

oughlan, T
h

e R
ise a

n
d

 F
a

ll of D
u

ress: H
ow

 

D
u

ress C
h

a
n

ges N
ecessity B

efore B
ein

g E
x

clu
d

ed
 by S

elf-D
efen

ce （2013

）, 39 Q
ueen ’s L

. J., at p. 115 and p. 124; K
im

berley C
rosbie, R

. v. R
ya

n
 

a
n

d
 th

e P
rin

cip
le of M

ora
l In

volu
n

ta
rin

ess （2014

）, 67 S. C
. L

. R
. （2d

）, at p. 477; R
oach, op. cit. note 18, at pp. 336-337

）。

（
22
）　

新
聞
記
事
に
も
、﹁
法
廷
で
ず
っ
と
傍
聴
し
て
い
た
警
察
官
（
本
件
担
当
責
任
者
（
筆
者
註
））
は
彼
女
の
発
言
に
度
肝
を
抜
か
れ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、﹃
初
め
て

聞
く
。
根
本
的
に
あ
き
れ
て
も
の
も
言
え
な
い
程
び
っ
く
り
し
て
い
る
。﹄
と
答
え
た
。﹂（C

T
V

 N
ew

s 2014.10.31

）
と
あ
る
。

　
　
　

Ａ
は
法
廷
で
証
言
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
判
決
後
に
自
身
の
発
言
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
（YouT

ube

）
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
。C

anadian 

law
yer M

agazine 2013.5.6

は
、
同
動
画
へ
の
ア
ク
セ
ス
数
が
﹁
最
高
裁
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ヒ
ッ
ト
す
る
他
の
動
画
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、
い
か
に
本

ケ
ー
ス
が
社
会
問
題
と
し
て
関
心
を
呼
ん
だ
か
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。

（
23
）　

法
廷
の
そ
ば
で
待
機
し
て
い
た
Ａ
を
第
一
審
の
法
廷
で
証
言
さ
せ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
検
察
は
、
証
拠
の
ビ
デ
オ
や
音
声
が
あ
り
、
画
質
も
よ
く
、
お
と
り
捜
査
官
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三
二
〇
八

と
被
告
人
と
の
間
で
現
金
の
授
受
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
を
法
廷
で
証
言
さ
せ
な
く
て
も
楽
に
立
証
で
き
る
と
考
え
て
い
た
（C

T
V

 N
ew

s 2013.1.23, N
ational 

P
ost 2013.2.6

）、
抗
弁
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
（C

T
V

 N
ew

s 2014.10.31

）
か
ら
と
回
答
し
て
い
る
。

（
24
）　C

rosbie, op. cit. note 21, at pp. 477-479. 

も
っ
と
も
、
筆
者
は
、
被
虐
待
女
性
症
候
群
を
過
度
に
考
慮
す
る
こ
と
で
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
依
存
性
、
被
害
者
化
、
自
尊
心

の
低
さ
、
無
力
さ
の
強
調
が
、
行
為
の
客
観
的
合
理
性
か
ら
、
人
的
無
能
さ
に
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
ラ
バ
リ
ー
・
ケ
ー
ス
に
お
け
る
進
歩
を
逆
に
後
退
さ
せ
る
危
険

性
が
あ
る
と
警
笛
を
鳴
ら
し
て
い
る
（at p. 481

）。

（
25
）　R

. v. R
yan, op. cit. note 14, at ［47

］, ［48

］.

（
26
）　R

. v. R
yan, op. cit. note 16, at ［35

］.

（
27
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, P
u

blic In
terest in

vestiga
tion

 in
to R

C
M

P
 m

em
ber con

d
u

ct in
 

N
ova

 S
cotia

 in
 resp

ect of m
a

tters in
volvin

g N
icole （R

ya
n

） D
ou

cet –F
in

a
l R

ep
ort– （2013

）. 

（
28
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p 13.　

（
29
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p 14.　

（
30
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p 14.　

（
31
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p 15.　

（
32
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p 37.　

（
33
）　C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at pp. 5-6.　

（
34
）　

司
法
大
臣
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
対
す
る
不
安
と
疑
念
を
残
さ
な
い
た
め
に
第
三
者
に
よ
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
か
ら
独
立
し
て
い
る
本
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に

調
査
を
命
じ
て
お
り
、
本
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
自
身
も
、
本
機
関
は
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
の
味
方
で
は
な
く
、
そ
の
第
一
の
目
的
は
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
調
査
の
厳
正
さ
と
誠
実
さ

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p. 1

）、本
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

元
警
察
官
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
に
対
し
て
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
調
査
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
調
査
に
懐
疑
的
な
意
見
も
み
ら

れ
る
（N

ational P
ost 2013.2.6

）。

（
35
）　

本
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
、
Ｄ
Ｖ
は
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
Ｒ
Ｃ
Ｍ
Ｐ
メ
ン
バ
ー
も
こ
の
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
本

判
断
を
な
し
て
い
る
（C

om
m

ission for P
ublic C

om
plaints A

gainst the R
oyal C

anadian M
ounted P

olice, op. cit. note 27, at p. 37

）。

（
36
）　

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/canada/data.htm
l

﹁
カ
ナ
ダ
（C

anada

）
基
礎
デ
ー
タ
﹂（
平
成
二
九
年
六
月
二
六
日
）。
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九

（
37
）　
﹃
平
成
二
八
年
版
犯
罪
白
書
﹄
第
一
編
第
一
章
第
一
節
（
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://hakusyo1.m
oj.go.jp/jp/63/nfm

/n63_2_1_1_1_0.htm
l

）。

（
38
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics （M

ary A
llen

）, P
olice-rep

orted
 crim

e sta
tistics in

 C
a

n
a

d
a

, 2015 （2016

）, at p. 3. 

翌
年
は
約
二
・
八
万
件
増
と

な
っ
て
い
る
（C

anadian C
entre for Justice Statistics （K

athryn K
eighley

）, P
olice-rep

orted
 crim

e sta
tistics in

 C
a

n
a

d
a

, 2016 （2017

）, at p. 3

）。

（
39
）　

警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課
刑
事
局
捜
査
第
一
課
﹁
平
成
二
八
年
に
お
け
る
ス
ト
ー
カ
ー
事
案
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
事
案
等
へ
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
﹂（
平

成
二
九
年
）
五
頁
。
離
婚
後
に
引
き
続
き
暴
力
等
を
受
け
た
事
案
、
生
活
の
本
拠
を
共
に
す
る
交
際
を
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
方
か
ら
の
暴
力
事
案
も
計
上
さ
れ
て
い
る
（
同

五
頁
１
註
３
）。

（
40
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics （M

artha B
urczycka &

 Shana C
onroy

）, F
a

m
ily violen

ce in
 C

a
n

a
d

a
: A

 sta
tistica

l p
rofile, 2015 （2017

）, at 

p. 36.

（
41
）　

警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課
刑
事
局
捜
査
第
一
課
・
前
掲
註
39
・
七
頁
。

（
42
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
﹁
男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関
す
る
調
査　

報
告
書
﹂（
平
成
二
七
年
）
二
三
頁
。

（
43
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics, op. cit. note 40, at p. 47. 

（
44
）　

警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課
刑
事
局
捜
査
第
一
課
・
前
掲
註
39
・
六
頁
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
殺
人
未
遂
は
一
〇
〇
件
、
殺
人
既
遂
は
二
件
で
あ
る
。
な
お
、
内
閣

府
男
女
共
同
参
画
局
﹁
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
関
す
る
デ
ー
タ
﹂（
平
成
二
八
年
）
三
頁
も
参
照
。

（
45
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
・
前
掲
註
42
・
三
五
頁
。

（
46
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics, op. cit. note 40, at p. 48.　

（
47
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics, op. cit. note 40, at p. 49.　

（
48
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
・
前
掲
註
42
・
二
八
頁
。

（
49
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
・
前
掲
註
42
・
二
九
頁
。

（
50
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
・
前
掲
註
42
・
三
〇
頁
。

（
51
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics, op. cit. note 40, at p. 47　

（
52
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics, op. cit. note 40, at p. 47.　

（
53
）　C

anadian C
entre for Justice Statistics （M

aire Sinha

）, M
ea

su
rin

g violen
ce a

ga
in

st w
om

a
n

: S
ta

tistica
l tren

d
s （2013

）, at p. 10.

（
54
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
om

estic V
iolen

ce F
a

ct S
h

eet S
eries - P

reva
len

ce of In
tim

a
te P

a
rtn

er V
iolen

ce （2012

）, at p.1. 

一
番
高
い
の
が
サ
ス
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三
二
一
〇

カ
チ
ュ
ワ
ン
（Saskatchew

an

）
州
の
八
・
二
％
、
一
番
低
い
の
が
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
及
び
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
（N

ew
foundland and L

abrador

）
州
の
四
・
一
％

で
あ
り
、
州
に
よ
る
大
差
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
二
〇
一
〇
年
の
統
計
で
は
、
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
の
警
察
へ
の
通
報
率
は
、
一
〇
万
人
当
た
り
四
〇
三

人
（
全
国
平
均
は
三
六
三
人
。
最
多
は
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
八
四
一
人
、
最
少
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
二
六
四
人
）
で
あ
る
（at p. 3

））。　

（
55
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 54, at p. 4.　

（
56
）　

G
overn

m
en

t of N
ova S

cotia, D
ep

artm
en

t of Ju
stice,  A

 sta
tistica

l p
ortra

it of in
tim

a
te p

a
rtn

er violen
ce: N

ova
 S

cotia
n

 a
n

d
 C

a
n

a
d

ia
n

 

P
ersp

ectives （2010

）, at p. 24.

（
57
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 54, at p. 4.　

（
58
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 56, at p. 32.　

（
59
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 56, at p. 11.　

（
60
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 56, at p. 32.　

（
61
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, P
olicy, P

lanning &
 R

esearch, D
om

estic V
iolen

ce F
a

ct S
h

eet S
eries - In

tim
a

te P
a

rtn
er 

V
iolen

ce Tra
ckin

g P
roject, S

u
m

m
a

ry F
a

ct S
h

eet （2012

）, at p. 1. 

（
62
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 2.

（
63
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 1. 

（
64
）　

訴
追
し
な
か
っ
た
二
二
二
件
中
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
が
、
証
拠
不
十
分
（
九
八
件
）、
次
い
で
、
被
害
者
が
協
力
し
な
か
っ
た
（
八
〇
件
）
と
な
っ
て
い

る
（G

overnm
ent of N

ova Scotia , D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 3

）。

（
65
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 56, at p. 35. 

（
66
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 3. 

（
67
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 4. 

（
68
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 61, at p. 6. 

（
69
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
om

estic V
iolen

ce F
a

ct S
h

eet S
eries –P

u
blic op

in
ion

 p
ollin

g on
 d

om
estic violen

ce in
 N

ova
 S

cotia
 （2012

）, at 

pp. 1-4.

（
70
）　

G
overn

m
en

t of C
an

ad
a, D

ep
artm

en
t of Ju

stice, A
bou

t F
a

m
ily

 V
iolen

ce, at h
ttp

://w
w

w
.ju

stice.gc.ca/en
g/cj-jp

/fv-vf/abou
t-ap

rop
os.h

tm
l, d

ate 
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六
九
巻
七
号�

一
一
八
三

三
二
一
一

m
odified at 2017-01-11. See also P

ublic H
ealth A

gency of C
anada, S

top
 F

a
m

ily V
iolen

ce, at http://w
w

w
.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/index-eng.php. 

（
71
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, G
et h

elp
 w

ith
 fa

m
ily violen

ce, at http://w
w

w
.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/help-aide.htm

l.　

（
72
）　P

ublic H
ealth A

gency of C
anada, F

a
m

ily V
iolen

ce In
itia

tive, at http://w
w

w
.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/initiative-eng.php.

（
73
）　See also G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, F
a

m
ily V

iolen
ce In

itia
tive , W

h
o ca

n
 h

elp
?, at http://w

w
w

.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/

fv-vf/fe-fa/p12.htm
l. 

な
お
、
省
庁
の
和
訳
は
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
依
っ
た
。

（
74
）　

G
overn

m
en

t of C
an

ad
a, D

ep
artm

en
t of Ju

stice, F
in

a
l R

ep
ort of th

e A
d

 H
oc F

ed
era

l-P
rovin

cia
l-Territoria

l W
orkin

g G
rou

p
 R

eview
in

g 

S
p

ou
sa

l A
bu

se P
olicies a

n
d

 L
egisla

tion
,  S

ection
 I : R

E
V

IE
W

 O
F

 S
P

O
U

S
A

L
 A

B
U

S
E

 P
O

L
IC

IE
S

, 1. B
A

C
K

G
R

O
U

N
D

, at http://justice.gc.ca/eng/

rp-pr/cj-jp/fv-vf/pol/p1.htm
l.

（
75
）　C

anada, H
ouse of C

om
m

ons, Standing C
om

m
ittee on H

ealth, W
elfare and Social A

ffairs, R
ep

ort on
 V

iolen
ce in

 F
a

m
ily: W

ife B
a

tterin
g （1982

）.

（
76
）　

G
overn

m
en

t of C
an

ad
a, D

ep
artm

en
t of Ju

stice, F
in

a
l R

ep
ort of th

e A
d

 H
oc F

ed
era

l-P
rovin

cia
l-Territoria

l W
orkin

g G
rou

p
 R

eview
in

g 

S
p

ou
sa

l A
bu

se P
olicies a

n
d

 L
egisla

tion
, S

ection

 I : R
E

V
IE

W
 O

F
 S

P
O

U
S

A
L

 A
B

U
S

E
 P

O
L

IC
IE

S
, 3. C

R
IM

IN
A

L
 JU

S
T

IC
E

 S
Y

S
T

E
M

’S
 R

E
S

P
O

N
S

E
 

T
O

 S
P

O
U

S
A

L
 A

B
U

S
E

, at http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/pol/p1.htm
l.

（
77
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 76.

（
78
）　See also R

C
M

P,  In
tim

a
te P

a
rtn

er violen
ce a

n
d

 a
bu

se （2012

）, at p. 3.

（
79
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 74.

（
80
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 76. 

州
に
よ
っ
て
は
、
プ
ロ
（pro-

）
で
は
な
く
、
必
須
（m

andatory

）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。

（
81
）　

G
overn

m
en

t of C
an

ad
a, D

ep
artm

en
t of Ju

stice, F
in

a
l R

ep
ort of th

e A
d

 H
oc F

ed
era

l-P
rovin

cia
l-Territoria

l W
orkin

g G
rou

p
 R

eview
in

g 

S
p

ou
sa

l A
bu

se P
olicies a

n
d

 L
egisla

tion
, S

ection
 I : R

E
V

IE
W

 O
F

 S
P

O
U

S
A

L
 A

B
U

S
E

 P
O

L
IC

IE
S

, 4
. A

S
S

E
S

S
IN

G
 T

H
E

 IM
P

A
C

T
 O

F
 T

H
E

 

S
P

O
U

S
A

L
 A

B
U

S
E

 P
O

L
IC

IE
S

 a
n

d
 E

X
E

C
U

T
IV

E
 S

U
M

M
A

R
Y

, at http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/pol/p1.htm
l.

（
82
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 81.

（
83
）　

具
体
的
な
推
奨
の
リ
ス
ト
は
、G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, F
in

a
l R

ep
ort of th

e A
d

 H
oc F

ed
era

l-P
rovin

cia
l-Territoria

l W
orkin

g 

G
rou

p
 R

eview
in

g S
p

ou
sa

l A
bu

se P
olicies a

n
d

 L
egisla

tion
, S

ection
 V

 : L
IS

T
 O

F
 R

E
C

O
M

M
E

N
D

A
T

IO
N

S
, at http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/
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fv-vf/pol/p1.htm
l

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
レ
ビ
ュ
ー
の
も
う
一
つ
の
柱
と
し
て
、
刑
法
一
二
七
条
（
裁
判
所
の
命
令
に
背
く
行
為
）
に
対
す
る
改
正
案
の
考
察
も
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。

（
84
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice （M
elissa N

orthcott

）, In
tim

a
te P

a
rtn

er V
iolen

ce R
isk A

ssessm
en

t Tools: A
 R

eview
 （2012

）, at p. 

8.

（
85
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at p. 9.

（
86
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at pp. 9-12.

（
87
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, In
ven

tory of S
p

ou
sa

l V
iolen

ce R
isk A

ssessm
en

t Tools U
sed

 in
 C

a
n

a
d

a
 （2013

）, at p. 7.

（
88
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at pp. 10-12.

（
89
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at p. 6.

（
90
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at p. 8.

（
91
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at pp. 8-9; G
overnm

ent of C
anada, D

epartm
ent of Justice, op. cit. note 87, at p. 

22. See also C
om

m
ission for P

ublic C
om

plaints A
gainst the R

oyal C
anadian M

ounted P
olice, op. cit. note 27, at p 13.

（
92
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 84, at p. 23.

（
93
）　N

ational P
ost 2012.6.14.

（
94
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, F
a

m
ily V

iolen
ce L

a
w

s, http://w
w

w
.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/law

s-lois.htm
l. 

（
95
）　

現
在
、
六
つ
の
州
と
三
の
準
州
が
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
法
を
定
め
て
い
る
（G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, op. cit. note 94

）
な
お
、
手
嶋
昭

子
﹁
カ
ナ
ダ
の
Ｄ
Ｖ
法
制
⑴
︱
ト
ロ
ン
ト
調
査
報
告
﹂
法
執
行
研
究
会
編
﹃
法
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
救
え
る
か
︱
法
分
野
協
働
と
国
際
比
較
︱
﹄（
二
〇
一
三
）
四
三
六
頁
も
参
照
。

（
96
）　

二
〇
一
五
年
一
部
改
正
。
Ｄ
Ｖ
問
題
に
関
す
る
法
規
と
し
て
は
、
同
法
の
他
、﹁
被
害
者
人
権
及
び
サ
ー
ビ
ス
法
（V

ictim
’s R

ights and Services A
ct

）﹂、
自
立
し
よ
う

と
す
る
人
を
助
け
る
﹁
雇
用
支
援
及
び
収
入
援
助
法
（E

m
ploym

ent Support and Incom
e A

ssistance A
ct

）﹂
等
、
複
数
あ
る
。

（
97
）　See also G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
epartm

ent of Justice, T
h

e D
om

estic V
iolen

ce In
terven

tion
 A

ct, at https://novascotia.ca/just/victim
.../_

docs/D
V

IA
_B

rochure_E
N

.pdf.

（
98
）　N

ova Scotia, L
egislative A

ssem
bly （C

. M
arshall

）, T
h

e R
esp

on
se of th

e C
rim

in
a

l Ju
stice system

 to F
a

m
ily V

iolen
ce in

 N
ova

 S
cotia

 （1995

）; 

N
ova Scotia L

aw
 R

eform
 C

om
m

ission, F
rom

 R
h

etoric to R
ea

lity （1995

）; P
eggy M

ahon, C
h

a
n

gin
g P

ersp
ectives （1995

）. 
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（
99
）　D

aw
n R

ussell &
 D

iana G
inn, F

R
A

M
E

W
O

R
K

 F
O

R
 A

C
T

IO
N

 A
G

A
IN

S
T

 F
A

M
IL

Y
 V

IO
L

E
N

C
E

 2001 R
E

V
IE

W
: C

. 1995: T
H

E
 F

R
A

M
E

W
O

R
K

 F
O

R
 

A
C

T
IO

N
 A

G
A

IN
S

T
 F

A
M

IL
Y

 V
IO

L
E

N
C

E
 （2001

）, at http://novascotia.ca/just/publications/docs/russell/fram
e95.htm

.
（
１００
）　D

aw
n R

ussell &
 D

iana G
inn,  F

R
A

M
E

W
O

R
K

 F
O

R
 A

C
T

IO
N

 A
G

A
IN

ST
 F

A
M

ILY
 V

IO
L

E
N

C
E

 2001 R
E

V
IE

W
: B

A
C

K
G

R
O

U
N

D
 （2001

）, at http://novascotia.

ca/just/publications/docs/russell/fram
e95.htm

.

（
１０１
）　D

aw
n R

ussell &
 D

iana G
inn, op. cit. note 99.

（
１０２
）　D

aw
n

 R
u

ssell &
 D

ian
a G

in
n

, F
R

A
M

E
W

O
R

K
 F

O
R

 A
C

T
IO

N
 A

G
A

IN
S

T
 F

A
M

IL
Y

 V
IO

L
E

N
C

E
 2

0
0

1
 R

E
V

IE
W

: S
u

m
m

a
ry

 

（2001

）, at h
ttp

://w
w

w
.

novascotia.ca/just/publications/docs/russell/sum
m

ary.htm
.

（
１０３
）　

D
aw

n
 R

u
ssell &

 D
ian

a G
in

n
, op

. cit. n
ote 102. S

ee also G
overn

m
en

t of N
ova S

cotia, D
ep

artm
en

t of Ju
stice, G

ov
ern

m
en

t R
esp

on
se to 

F
ra

m
ew

ork for A
ction

 A
ga

in
st F

a
m

ily V
iolen

ce, 2001 R
eview

 

（2013

）, at http://w
w

w
.novascotia.ca/jus/publications/docs/russell/govtresponse.

htm
.

（
１０４
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, D
om

estic V
iolen

ce A
ction

 P
la

n
 （2010

）, at p.1.

（
１０５
）　

さ
ら
に
、
こ
れ
が
、
貧
困
問
題
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
問
題
に
関
す
る
政
府
の
ワ
ー
ク
と
も
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う

（G
overnm

ent of N
ova Scotia, op. cit. note 104, at p. 3

）。

（
１０６
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 104, at p. 5.

（
１０７
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 104, at pp. 2, 5-6.

（
１０８
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 104, at pp. 3, 7-8.

（
１０９
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, op. cit. note 104, at pp. 3, 8-11.

（
１１０
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, U
p

d
a

te on
 G

overn
m

en
t’s A

ction
s to A

d
d

ress D
O

M
E

S
T

IC
 V

IO
L

E
N

C
E

 （2013

）.

（
１１１
）　R

oyal C
anadian M

ounted P
olice, 2013-2014 Yea

r in
 R

eview
, P

rovin
cia

l P
riorities, at http://w

w
w

.rcm
p-grc.gc.ca/en/ns/2013-2014-year-review

.

（
１１２
）　

R
oyal C

an
ad

ian
 M

ou
n

ted P
olice, 2

0
1

3
-2

0
1

4
 Y

ea
r in

 R
eview

, H
igh

ligh
ts from

 S
ou

th
w

est N
ova

 D
istrict, at h

ttp
://w

w
w

.rcm
p

-grc.gc.ca/en
/

ns/2013-2014-year-review
.

（
１１３
）　

R
oyal C

an
ad

ian
 M

ou
n

ted
 P

olice, 2
0

1
3

-2
0

1
4

 Y
ea

r in
 R

eview
, H

igh
ligh

ts from
 N

orth
ea

st N
ova

 D
istrict, at h

ttp
://w

w
w

.rcm
p

-grc.gc.ca/en
/

ns/2013-2014-year-review
.
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（
１１４
）　G

overnm
ent of C

anada, D
epartm

ent of Justice, H
ow

 th
e C

ou
rts a

re O
rga

n
ized

, at w
w

w
.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/02.htm

l.
（
１１５
）　

T
h

e C
ou

rts of N
ova

 S
cotia

, P
rovin

cia
l C

ou
rt – D

om
estic V

iolen
ce C

ou
rt, at http://courts.ns.ca/provincial_court/nspc_dom

estic_violence_

court.htm
.

（
１１６
）　A

tlantic E
valuation R

esearch C
onsultants, D

om
estic V

iolen
ce C

ou
rt P

ilot P
roject, S

yd
n

ey, N
ova

 S
cotia

, F
in

a
l R

ep
ort （2016

）, at pp. 16-20.

（
１１７
）　A

tlantic E
valuation R

esearch C
onsultants, op. cit. note 116, at p. 7.

（
１１８
）　A

tlantic E
valuation R

esearch C
onsultants, op. cit. note 116, at p.18.

（
１１９
）　G

overnm
ent of N

ova Scotia, N
ova

 S
cotia

’s D
om

estic V
iolen

ce C
ou

rt P
rogra

m
, D

om
estic V

iolen
ce C

ou
rt: A

n
 O

verview
 

（2012

）, at https://

novascotia.ca/just/global_docs/D
V

_C
ourt_F

act_Sheet.pdf. 

な
お
、
ト
ロ
ン
ト
の
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
、﹁
警
察
・
検
察
・
Ｖ
／
Ｗ
Ａ
Ｐ
（
被
害
者
／
証
人

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
筆
者
註
））
が
連
携
を
密
に
す
る
こ
と
で
、
効
果
的
な
訴
訟
運
営
及
び
被
害
者
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
﹂（
手
嶋
・
前
掲
註
95
・
四
四
四
頁
）
と
あ
る
。

（
１２０
）　

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
・
前
掲
註
42
・
一
七
頁
。
我
が
国
で
も
、
男
女
間
の
暴
力
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
対
策
・
体
制
と
し
て
一
番
多
か
っ
た
回
答
は
、
被
害
者
が

早
期
に
相
談
で
き
る
よ
う
、
身
近
な
相
談
窓
口
を
増
や
す
こ
と
（
六
九
・
四
％
）
で
あ
る
が
、
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
、
家
庭
や
学
校
で
、
子
供
や
生
徒
に
対
し
て
、
暴
力

を
防
止
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
こ
と
、
加
害
者
へ
の
罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
同
六
九
頁
）。


